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開議 午前 ９時５６分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 一 般 質 問 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１ 一般質問を昨日に引き続き行います。 

 通告順に従い、１４番熊谷議員の質問を許可します。 

 熊谷議員、登壇質問願います。 

（１４番熊谷 進氏 登壇） 

◎１４番（熊谷 進氏） 本年第２回の定例会において、私は本市の財政問題１点に絞り

質問をいたします。 

 小林市長就任後３年が経過いたしました。今回は、財政面で過去の実態、今後の見込み

等をお聞きしたいと思います。 

 近年、毎年の本市の予算は、交付税等が削減されている状況下で、自立プランに基づき

事業費を抑制しながら不足分は備荒資金を取り崩して予算措置しており、結果として前年

度の決算見込みも含め、備荒資金を結果的に取り崩すことなく黒字決算が続いています

が、財政状況は非常に厳しい状況と認識せざるを得ません。最近の国の動向も自立を決断

した時点から大きく変わってきていると思われますが、この点も含め、過去３年間の財政

面の総括を市長からお伺いしたいと思います。 

 また最近、旧産炭地域の借金問題が新聞紙上等をにぎわしています。特に、夕張市にお

いては借金の総額が５００億円とも６００億円とも言われておりますが、そのうち一時借

入金が３００億円という膨大な借金が公表され、さらに昨日、財政再建団体の指定を申請

するという状況に立ち至っておりますが、その内容はマスコミ等から見る限りでは、極め

て驚愕的な内容であると言わざるを得ません。旧空知産炭地域の５市１町は、ほぼ同じ財

政状況であると見られがちですが、私は三笠市の借金の実態は、毎年の決算状況からして

夕張市とは大きく違うと認識をいたしております。市民も大いに心配していると思われま

すので、平成１７年度末の借金の状況を債務保証等も含めて、会計別、種類別に示してい

ただきたいと思います。 

 また、一時借入金についても、やりくりは行っていないという認識ですが、昨年度の状

況、特に最高額、繰越額についてお示しをしていただきたいと思います。 

 以上、壇上での質問を終わります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） ただいま熊谷議員から財政状況について御質問ございました。お
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答えさせていただきます。なお、細かい数字等につきましては所管の方で答弁させますの

で、ひとつその点御理解いただきたいと思っております。 

 御承知のように、私が市長に就任いたしましたのは平成１５年でございます。そのとき

は、御承知のように市町村合併問題で日夜明け暮れたというような状況がございました。

そうした中で、前青木市長が平成３年の就任時から、行財政改革に積極的に取り組んでき

たことは御承知のとおりでございます。このときは、私が就任した時点では、厳しいなが

らも約６億円程度の貯金を引き継いだところでございます。その後、先ほど申し上げまし

たように市町村合併の問題で、最終的には平成１５年の１２月、きのうも申し上げました

が、２０日にこの本会議場で自立を選択いたしたところでございました。自立をしていく

ためには、財政基盤の確立がまず第一に極めて重要なことでございますので、市民の皆さ

んや、そしてまた議員の皆さん方の、そしてまた職員自身の協力をいただきながら今日ま

で行政改革を進めてきたところであります。 

 その後、１５年、１６年、１７年と三位一体の改革あるいは国の厳しい財政事情から、

そのしわ寄せとでもいいましょうか、地方交付税はどんどん減額され厳しい状況にありま

したが、何とか自立を進めていくためには、ただ単にじっとしていることではなく、積極

的に財政を好転化させるためにもいろいろな事業、そしてまた市民の福祉増進のために

も、いろいろな政策を行ってまいったところでございます。御承知のように、イオンの誘

致によって岡山地区の開発を手がけたほか、その前年には免疫生物研究所の誘致、あるい

はまた教育の面では小中一貫教育や、今年度からは小学生の給食無料化などの施策をやっ

てまいりましたし、あわせて高齢者の方々が除雪をしないでもいいような、そういう福祉

対策やら、また市営バスの運行など、それなりに努力してまいったところでございます。

その段階で、平成１５年度、１６年度、そして１７年度の予算編成の中では、それぞれ平

均いたしますと約２,０００万円ほどの歳入不足でありましたが、これは備荒資金等を取

り崩して予算計上いたしましたが、どの年度も最終的には、取り崩した分を返納すること

ができましたし、あわせて逆に、後ほど申し上げますが、備荒資金に積み立てる分まで

持ったということ等を申し上げることができるのではないかと、このように考えていると

ころでございます。 

 平成３年、青木市長が就任して以来平成１４年度までの間には、約１２３億円の行財政

改革を行ってきたわけであります。もちろん私はそれを継続推進する立場から、加えてさ

らに職員の協力、そして市民の協力を得ながら行革に取り組んでまいりまして、平成１７

年度末には、約１７０億円の累積効果を上げたものと私自身は考えているところでござい

ます。青木市長から引き継いでから、金額に直すと約４７億円行革に取り組んだというこ

とが言えるのではないかと思います。ただ、行財政改革は、首長が一方的に削減するもの

ではなく、それまで受益側の市民、あるいはまた職員、議会の皆さん方の権利のように存

在していたものもなくしていくわけでありますから、そのことに対して、市民全体の将来

にわたってのことを考えるときには、ただただ市民あるいは議員各位の御理解をいただか
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なければならないと、このように考えているところでございます。 

 そしてまた、そうした部分で、市民の皆さん方にもそうした点のお願いやら、そして御

協力をいただいてきたところでございました。今後も行財政改革を進めて、健全な財政運

営を進めていく決意でありますので、今後ともよろしく御指導をいただきますことをお願

い申し上げて、総括的に私のこの３年間にわたっての財政問題についての考え方を申し上

げておきます。 

 以下、細かい数字等については、財政当局から答弁させますので、よろしくお願いいた

します。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 私の方から平成１７年度末の借金の状態ということで説

明させていただきます。 

 まず、一般会計で説明いたしますと、起債の残高が１７年度末の段階では１１３億７,

５００万円、それと債務負担行為ということで、後年度以降の支出が予定されているも

の、これが５億８,５００万円、それから損失補償ということで、１件ほど打っている部

分がありまして、これはまだ債権確定しておりませんけれども、損失補償額が７億１,０

００万円ということで、一般会計ベースでいきますと、借金の状況というのはおよそ１２

６億７,０００万円というような状況になります。それから、全会計を合わせますと、起

債の残高が２１１億８,４００万円、それから債務負担行為が６億４,８００万円、それか

ら損失補償が７億１,０００万円ということで、合計では２２５億４,２００万円の状況に

なっています。ただ、この市債の部分につきましては、実質的には公債費等の算入部分あ

りますので、これよりは実質的な負担は下がってくるものと思っております。 

 それから、一時借入金の状況でございますけれども、１７年度の最高の借入額というこ

とになりますと、一般会計では１５億９,０００万円、それから国保会計で１億円、それ

から下水道会計で２億９,０００万円、病院会計が４億７,７００万円となっております。

これらを合わせますと２４億５,７００万円となりますけれども、実質的には病院会計を

除きまして、一般会計、国保会計、下水道会計、水道会計につきましては、これは一時借

入金でございますので、年度内にその償還は終わっています。ただ、病院会計につきまし

ては事業会計ということで、３月末現在では４億７,０００万円ほどの残高がございます

けれども、この部分は診療報酬等の収入が２カ月おくれで入ってくるというような状況が

ありまして、これらを考慮しますと、引き続き繰り越される部分ではおおむね２億８,０

００万円程度なのかなと思っております。この２億８,０００万円程度の部分につきまし

ては、病院会計は引き続き経営改善に努めたいと思っております。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） ことしの３月の予算委員会でも、一定の財政質疑を交わしてお

りますし、毎年予算委員会、決算委員会あるいは所管調査等で財政論議をしてきておりま
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すので、私なりに一定の認識を持っているつもりです。したがって、今１７年度末という

数字を答えていただきましたけれども、私の認識では一般会計は１８年度末ではようやく

１００億円の大台を切ると、このような認識をいたしております。今、担当部長からの各

会計総額、債務保証等を含めて２２５億円になんなんとするという、この数字が多いと見

るか、少ないと見るかはそれぞれ論議の分かれるところなのだろうと思いますけれども、

いずれにいたしましても、けさの新聞にもありましたように、夕張市の場合は、余り人様

のかまどのことを論ずるのはいかがかと思いますけれども、地方財政法に抵触するような

テクニックを使っていないということは明らかだということを、私の口からも明言いたし

ておきたいと思います。 

 そこで、質問を展開してまいりますけれども、何といっても、この戦後、産業復興のた

めに石炭産業が果たしてきた役割、あるときは増産体制を求められ、そしてあるときには

エネルギー政策が大きく転換を求められて、各炭鉱はスクラップ・アンド・ビルドという

ことで来ているわけですけれども、そこで具体的には、当市の場合は、平成元年の幌内炭

鉱の閉山対策、これが一つの近年で大きなエポックであったという認識をいたしておりま

すが、この幌内炭鉱の閉山対策に要した経費と、さらにはポスト石炭の振興策として三笠

の観光事業の目玉というぐあいに当時は言われて出発した三笠鉄道村について、それぞれ

の事業費総額と市債の発行額及び現時点の残高について答弁をいただきたいと思います。

なお、鉄道村については、過去のまち特でこの質疑が交わされておりますが、前段も申し

上げた現今の状況にかんがみて、最大の公の場であるこの本会議で再度答弁をもらってお

きたいと、このように考えます。 

 さらに、閉山の時点で北炭幌内社に対して、三笠市の場合は貸付金のほかに、住宅、水

道の使用料等、負の遺産が相当あったはずですが、それはどの程度のものであったのか、

まずこの段階で答弁をいただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 平成元年に幌内炭鉱閉山になりまして、その後、市とし

ては閉山対策事業ということで取り組んでいます。それで、当時その閉山対策に借り入れ

を行った総額というのは、おおむね１３６億円ということで押さえています。それで、今

現在の部分では、この１３６億円がおおむね３４億円程度今まだ残っているというような

状況でございます。 

 それから、鉄道村の関係でございますけれども、鉄道村は昭和６０年から平成４年にか

けて事業展開していますけれども、事業費としましてはおおむね１９億６,３００万円程

度、それで当時起債発行が１０億９,６７０万円の起債を借り入れいたしましたけれど

も、この起債につきましては、平成１７年度末をもってすべて償還を終わっております。 

 それから、負の遺産ということになりますけれども、当時、幌内炭鉱が平成６年のとき

に倒産いたしまして、その部分で市の債権放棄という部分がございました。それがおおむ

ね７億円程度、それからそれの後始末ということで、北炭から土地を２億円ほど購入して
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おります。これも北海道の借入金をもってやっていますので、これも負債になっておりま

す。そのほか前段に、例えば清住地区の振興開発のための用地取得ですとか、それから柏

町のグリーンヒルズ、これは民間に売却しましたけれども、そういった部分での土地など

も含めてやっております。いずれにしましても、そういった部分ではかなりの閉山対策に

一定の部分で経費を要したということになっております。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 今の答弁の中で、青木市長時代に赤字決算の要因になった貸付

金の未収額の分の答弁なかったと思うのですけれども。それから、閉山対策の１３６億円

の残債について、もう一回答弁お願いします。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 債権の部分でございますけれども、平成８年のときに、

債権放棄ということで、当時市税の部分の滞納部分、これが４,０００万円ほどございま

した。それから、延滞金が１億円ちょっとありました。それから、住宅、水道の延滞金と

いうことで３億３,０００万円、それから貸付金の元金ということで、これの残高が２億

６,７００万円、それからそれに対する遅延利息ということで、これが４,４００万円でし

た。合計では７億８,７５１万４,０００円になりますけれども、一応この部分を三笠市と

して債権放棄をしたということでございます。 

◎１４番（熊谷 進氏） ７億円に入っているのだな。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） ７億８,７５１万４,０００円ですね。 

 それから、閉山対策の部分では、先ほど１３６億円の発行ということで、今１７年度末

の起債残高としては３４億円ほど残っております。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 市債の状況についてもう少し理解を深めたいと思いますのでお

伺いしますが、まず市債にもいろいろあるわけですけれども、特に本市のような過疎地の

指定を受けている団体が認められております過疎債の関係ですけれども、交付税等で補て

んされる市債ということでは、これがまさしくそうなのですが、前段の答弁で市債の総額

は理解しましたが、今ここで言う７０％補てんされた場合の実質的な債務あるいは残債と

いう意味で、実質的な負担額を教えていただきたいと。さらに、市債のピーク時との比較

と最近の借り入れと返済の状況、それから市債の残高の目標をどの程度の額に押さえてい

るか。さらに、現在残っている市債の主な事業等についてもお示しをしていただきたい。 

 加えて、先ほど申し上げましたが、市民も三笠市の財政状況、特に市債の状況について

大いに心配をしているものと思いますけれども、今後市民への公表をどう考えているか。

今までも折に触れて、新年度を迎えたらその年の予算とか、財務状況について一定の公表

はしてきていますけれども、正直言って一般的な企業の財務諸表と違って、非常に専門用

語も多いし、一般市民には非常にわかりづらいものなのだという、まず私はそういう認識

を持っているものですから、何回も言うようですけれども、旧産炭地５市１町、夕張がこ
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ういう状態になったら、他も押しなべてそうなのではないのかと、本市もそうなのではな

いのかというその不安を明快に解消してあげる、払拭してあげるという観点で、今後の市

民への公表をどう考えるのか。ここまで御答弁をお願いします。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 市債の残高、先ほどちょっとお話ししましたけれども、

実質的な負担ということになりますけれども、例えば過疎債ですと、７０％交付税で算入

ということでございますので、実質的な負担は３０％ということになります。そういった

観点で試算いたしますと、現在、一般会計でいきますと１１３億７,５００万円ほどの起

債がございますけれども、これが約４０億円ほど軽減されまして、実質的な負担は７３億

７,５００万円程度になるのかなと。これは、ほかの会計等も合わせまして、約８０億円

ぐらい軽減されますので、全会計を合わせた部分では１３１億５,０００万円程度になる

のかなというふうに思っています。 

 それと、借り入れの部分のピークということになりますけれども、一般会計でいきます

と、借り入れのピークにつきましては、平成９年度末で１７５億円の残債がございまし

た。現時点では、１１４億円ということでございますので、この８年間で約６１億円程度

を減らしてきたということでございます。償還につきましては、今後、発行を抑制すれば

それなりの償還も減っていくということになりますので、そういった部分では自立対策プ

ラン等を合わせた中で発行の抑制を踏まえた中で、今後、今の段階では平成２４年度の時

点で残高をおおむね５６億円から５７億円程度にしたいというふうに考えております。 

 それから、起債の残高の中で主な事業の部分ということになりますけれども、例えば過

疎債ですと１８億６,０００万円、それから公営住宅が１５億６,０００万円となります。

個別の事業でいきますと、三楽荘、この部分が５億６,４００万円ほどまだ残っておりま

すし、それからことぶき荘、これが７億２,１００万円ほど残っております。それから、

三笠ドームということでは１億６,９００万円ということで残っております。その他ごみ

処理関係では約６億２,０００万円程度起債が残っております。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 市民への公表という部分で、私から若干申し上げたいと思いま

す。 

 今、まさに夕張市の状況でマスコミ等々が大きくテレビも新聞も非常に大きな取り扱い

をしておりますので、市民もかなり心配しているだろうというふうに思っております。例

年であれば、決算状況ということで、決算状況は大体１１月ぐらいの広報で周知をしてお

りました。予算と決算だけの周知を年に２回にわたってしておりましたし、あとは人件費

の状況ということでもう一度やっておりました。そういう状況で、それは例年のペースな

のですが、今回はこういう大きな報道のされ方ですし、市民の心配な面等々を考えると、

これはやはりうちのふだんの公表とは別にして、一時借入金も含めた借金の状況、夕張が
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５００とか６００と言っている数字に比して三笠市はどうなのだということは、やはりき

ちんとした形で公表をした方がいいだろうというふうに思っております。時期的には、今

はもう６月の半ばを過ぎておりますので、ちょっと７月は無理でございますから、なるべ

く早い方がいいと思いますので、これはちょっと７月が無理ということで８月にせざるを

得ないのかなとは思っておりますけれども、例年とは別にこの部分だけ取り上げて、少し

でも安心感を市民の皆さんに感じていただくということは必要かなというふうに思ってお

りますので、その５００億円、６００億円という、そういうものに比べて三笠市の実質的

な借金の状況はこれだけありますと、今後もという意味も含めて、これは８月ぐらいの広

報を目指してきちっとした形で市民の皆さんにお知らせしたい、そのように考えておりま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 次に、これもきのうの新聞でしょうか、ちょっと触れてありま

したけれども、産炭法の関係です。時限立法として、１０年間の時限立法で２回延長した

のですから、３０年間、平成１３年に失効して激変緩和が今年度末に切れるということな

のですが、冒頭触れたように、国策に翻弄されてきた旧産炭地にどんな救済策があったか

といえば、一つはこの時限立法の産炭法と、もう一つは旧地域振興整備公団がつくってく

れた工業団地。しかし、これとてもうちの場合は、第７次と第８次のはざまで、第２工業

団地の政策については戦略を誤って一つの荷物を持ってしまったという部分が実はありま

すけれども、それはそれとして産炭法が失効してこの５年間の激変緩和、つまり失効前と

今の激変緩和のこの５年間と単年度でどの程度の影響額があるのかと。それから、平成１

９年度、西暦で言うと０７年度からは、激変緩和もなくなるわけですけれども、このとき

にどの程度の影響があるかと、これが１点目です。 

 それからもう一つ、この際ですから伺っておきたいのは、各種の目的別基金があります

ね。福祉、教育、産業、経済等々、相当数の基金がありますけれども、条例上は市長が認

めるときには、歳計現金に置きかえることができるというぐあいにうたっておりますけれ

ども、しかしほとんどのものは市民からの浄財とか各団体からの拠出もありますので、そ

う簡単にこれは備荒資金のように取り崩して使えるという性格のものでないという認識を

持っております。そこで、現時点における各種基金の総数と基金の総額、それからこの基

金は一部土地開発公社に融資をしているというぐあいに理解をしておりますが、融資額は

幾らになるのかと。 

 以上、答弁をお願いします。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 産炭法の支援ということで、御存じのように、産炭法そ

のものが昭和３６年の１１月からできまして、平成１３年まで４５年間続いたということ

でございます。三笠市におきましては、この実質的の支援という部分では、昭和４４年か

らこの支援を受けておりまして、平成１３年度までのいわゆる産炭法の中では７３億９,



 

- 10 -

７６６万円の支援をいただいております。その後、平成１４年度から１８年度の激変緩和

ということで、５年間の漸減でありますけれども、この部分が４億２,８７６万円という

ことで、ですから産炭法本体そのものでは、年に平均しますと２億２,４１７万円程度の

支援をいただいていると。それから、１４年からの激変緩和の中では、年平均しますと

８,５７５万円程度の支援をいただいたと。ただ、実態的にはこの１８年度で終わります

けれども、今年度の部分につきましては、交付税の産炭地補正ということで、これが６５

０万円ほど今のところ、まだこれは７月に確定いたしますけれども、そのぐらいが見込ま

れています。ですから、そういった部分では、来年度以降の影響という部分では、今年度

と比較いたしますと、６５０万円程度というふうになるのかなと思っております。 

 それから、基金でございますけれども、３月末の現在の残高では１６億５,２００万円

分ほどの残高がございます。そのうち土地開発公社の貸し付けということでは４億９,４

００万円程度、公社に貸し付けをしております。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 三笠市は、平成３年度から職員数の削減を初めとした行財政改

革に取り組んできておりますけれども、青木前市長が行財政改革に鋭意努力されて、１２

年間で１２３億円に上る効果を上げてきております。その行革が、財政面あるいは市債等

の面でどういう効果があらわれたのか。考えられる範囲で述べていただきたいと思います

し、また、今後の行革に対する考え方も述べていただきたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 今、行革に対するお尋ねがございました。質問者がおっしゃった

とおり、平成３年度から青木市長就任後、いち早く取り組まれてまいりました。この間、

今おっしゃったとおり、青木市長の段階では１２３億円という総額が出ております。その

間にいろいろと動きがありまして、平成６年度には幌内炭鉱株式会社が倒産と、この貸付

金が焦げついたということで、１億４,６００万円の赤字決算を余儀なくされたという事

態がございました。この赤字決算は、翌年度に繰り越して、繰り越し繰り越しでいくもの

ですから、５年間で解消しましょうという当時の予定でしたけれども、３年間で解消する

ことができました。しかし、これを機に、当時、行財政改革推進委員会、市民も参加して

いただいて推進委員会をつくり、平成７年度から行財政改革大綱となるものを５年刻みで

つくって現在に至っております。 

 一方、この赤字ということで、そのときの状況で当時の再建団体でありました赤池町に

市の職員３名視察に参りました。これは青木市長の指示で当時の財政担当の部長、係長、

担当者ということで行っておりました。やはり財政再建団体になったら、これはもう大変

な事態だと、絶対避けるべきだということを当時はそういう強い思いを持ちまして、平成

１１年からこの行革の大綱とは別に財政再建１０カ年計画なるものをつくっております。

これはまだ平成２０年度までということで、今はまだ現在生きております。例えば、起債
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の借り上げ額や起債の発行額、これもこの当時つくった４億６,０００万円までで抑えま

しょうということを、今もって堅持しております。これは青木市長の財産ということで、

我々は今もってこの４億６,０００万円に抑えて、そして片方では起債を１０数億円を償

還していくという手法をとっておりますので、１０億円前後の起債が減って償還されてい

くという形を継続しております。 

 そんなことで、小林市長になりましても、今現在では約１７０億円の行革の総額と効果

額ということになっておりまして、一番大きいのは職員に関するものがそのうち約６０億

円という大きなウエートを占めております。これは職員数の削減をはじめとして、いろん

な手当の削減等々も含め、市長手当等々も含め、一番大きな額でございます。 

 そういった中で行革を進めてまいりましたが、いろんな意味ではやはり今まであったも

のをなくするという意味では、市民の皆さんにも大きな負担を強いたこともあったのかな

というふうに思っておりますけれども、これがあったからこそ、今現在こういう予算の編

成ができるのだというふうに思っております。ですから、この行革なくして今の予算編成

は到底無理と。青木市長の段階では１年の平均して１０億円ですから、何もしなければ１

０億円まだ歳出が多いということになります。だから、１０億円の歳出が多いのに比べ

て、歳入１０億円多くできるかといったら、これは今の歳入で精いっぱいですから、はっ

きり申し上げて１０億円の赤字ということになってしまいます。ですから、そういった意

味では、この行革の強烈な推進があったからこそ、今はこういう予算編成ができて、何と

か赤字を出さないで黒字決算で三笠市の財政状況はやっていけるということで、非常に私

どもにとりましては、この行革の力というものは最たるものというふうに思っておりま

す。 

 私どもこれを受けて、今後もしっかりと行財政改革に取り組んで、さらなる改革、また

は委託等々の研究も含めてさらに邁進してまいりたいと思っておりますので、どうかよろ

しくお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 次の質問は、きのう谷津議員もちょっと触れられましたけれど

も、最近、国の地方に対する情勢を見ますと、一つは三位一体改革のさらなる推進、二つ

目には交付税の根本的な見直し、三つには道州制の導入等があると思います。いずれも地

方にとっては大変厳しい環境が予測されますが、さらに４月には政府が地方交付税縮減の

骨太の方針を示すと聞いております。こうした環境下で、三笠市の今後のまちづくりの考

え方、財政の見通し等について、考えられる範疇で市長の御所見を伺いたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 今、御指摘のありましたように、国の政策はまだ最終的には固

まっておりませんが、きょうあたりは人件費の国家公務員、あわせて地方公務員、教員に

対する縮減等、人員の削減あるいは給与の減額というようなことがきょうの新聞に報道さ

れておりましたけれども、いずれにしても、決して楽観できる状況にはないということ
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は、はっきりいたしているわけであります。特に、骨太の方針に盛られる内容について

は、いろいろな意味で三笠市にとって厳しい状況になっていくだろうというふうに考えて

おります。したがいまして、私ども自立計画の中でいろいろな年度計画、そしていろいろ

な取り組み等もやってまいりましたが、これをさらに今後ともしっかりと堅持しながら、

行財政改革、そしてまた民間に回せるものについては民間に回していきたいと、そんな思

いで財政運営を図ってまいりたいというふうに思っているところでございます。そんなこ

とからいいますと、これからも市民の皆さん方にもある意味においては、大変な御協力を

いただかなければならない部分があるかと思いますけれども、行政サービスを落とさない

ように、最大限の知恵を出して、そしてまた研究を重ねてしっかりとした市政運営を図っ

ていく決意を改めて、今回の問題を通して感じたところでございます。 

 いずれにいたしましても、私の任期もことしいっぱいでありますから、次期のことにつ

いては多くは申し上げられませんけれども、いずれにいたしましても、次期の部分におい

ても、それぞれの三笠のまちの進むべき道はそれしかないやと、だれもが考えてもそうい

う方向しかないだろうというふうに考えておりますので、そういった面で努力してくれる

ものだというふうに思っているところであります。 

 いずれにいたしましても、地方交付税の問題についても、まだ明確な部分が出ておりま

せん。ただ、今の総務大臣の竹中平蔵氏の言うには、面積と人口、どれをとっても面積は

広いからよさそうかと思ったら、森林は除くと括弧書きになっているのでは、これはどう

もならないわけですから。しかし、いずれにしても、厳しいことは予想されます。しか

し、私どもは、特に今回の問題を通して、産炭地５市１町がこの明治維新から始まって、

日本が国際的な地位を高めてきたこの１１０年間の中で、石炭産業が日本の国にとってど

れほど大きな力になってきたかということは、歴史が証明いたしているわけでありますか

ら、こうしたものが国家としてそうした厳しい状況に置かれている産炭地を、もし見殺し

にするようなことがあるとすれば、それは日本の将来にとって極めて暗雲をもたらす政治

でないだろうかと、このような思いをいたしております。そうしたことも、これから中央

に向かってそれぞれの多くの方々と力を合わせながら、さらなる市民の幸せのために努力

していくことを改めて決意を申し上げて、答弁にかえさせていただきます。 

 以上です。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） 最後になると思いますけれども、きのうの小林市長の新聞談話

でしょうか、身の丈に合ったというような部分がありましたけれども、まさにそういうこ

とだろうと思いますし、今回の夕張のこの案件というか、事象を他山の石としなければな

らないということを、お互いにこれは市長はじめ執行部側だけでなく、私ども議会側もそ

ういう認識を持たなければならないと感じております。 

 それから、もう一つあえて付言させてもらいますけれども、トヨタ自動車が世界に冠た

るああいう状態になっても、なおかつ日々改善という言葉、これは英語圏その他では、も
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う共通語になっているぐらい、その日々の改善、改善、これはちょっと改革とはニュアン

スが違って、もっと個々の職員も身近なことを見渡せば、改善の余地があるのではないか

という意味で、日々改善をして、市民に対し安全・安心なまちづくり、そして行政サービ

スを提供していくという姿勢を今後とも貫いていただきたいと、このことを要望して、私

の質問を終わります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上で、熊谷議員の質問を終わります。 

 次に、８番髙橋議員、登壇質問願います。 

（８番髙橋 守氏 登壇） 

◎８番（髙橋 守氏） 平成１８年第２回定例会に当たり、さきに提出いたしました通告

書に従いまして御質問いたしますので、御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

 １９９９年、平成１１年７月に制定されました新農業基本法、俗に言われます食料・農

業・農村基本法により、さまざまな農業政策の変更がなされてきております。最大の変更

は、水田利用再編対策、減反政策であり、転作奨励金が産地づくり交付金となり、交付基

準、交付額が大幅に下降修正されたことや、ことし５月２９日から施行されますポジティ

ブリスト制度につきましても、生産現場においては多くの問題を抱えております。 

 さらに、平成１９年度より実施されます品目横断的経営安定対策につきましては、国が

示した一定の基準をクリアできない農家は、交付金給付の対象外となるなど、地域農業の

崩壊に発展しかねない重要な問題と考えているところであります。 

 また、農地・水・環境保全向上対策、俗に言われる環境等直接支払につきまして、農水

省は８月末までに平成１９年度農林予算の概算要求のために、早急に要望面積を確定し、

提出するようにと、北海道農政部に報告がなされております。この対策事業につきまして

は、三笠市のインフラ整備事業とリンクすることも考えられることから、三笠市の一定の

負担も出てくることになっております。この事業に対する市長の御所見をお聞かせ願いた

いと思います。 

 以上で、登壇での質問を終了させていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 本件につきましては、むしろ私どもよりも質問議員の方

が深く御承知のことだと思いますので、くどくどと申し上げることは、できるだけ避けた

いと存じます。 

 おっしゃられましたように、国の１９年度に向けての農業政策という部分では、食料・

農業・農村基本計画に基づいて、どんどん実施されてくると。根本的にいろいろ書いて

あって、例えば安定供給だとか、多目的機能だか、いろいろ書いてありますが、要は多く

の部分については、担い手に対して政策を集中していくと。ですから、小さな農業者につ

いて、できるだけ農地の集約化を図って、大農家をつくっていくと、そういうような政策

が端的に行われていくということだと思います。髙橋議員既に御承知のことだと思いま

す。 
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 そこで、品目横断で、私どもの方で現在わかっている範囲ということでしかございませ

んけれども、これは既に議員もおわかりのことかもしれませんが、若干だけ申し上げさせ

ていただきます。生産者の急激な減少とか、それから高齢化が非常に進んでいるという点

では、農業構造が非常に脆弱化していると。この脆弱化した部分を担い手という部分にシ

フトをしていきながら、強い農業をつくっていこうと。つまりは、御承知のように毎日の

ように新聞に出ておりますが、ＷＴＯ、それからＦＴＡの問題、それからガットがＷＴＯ

に移行していきましたけれども、いわゆる多角的貿易交渉の問題があって、それらの中で

は、日本の農業そのものがもっともっと強くならなければならない、そういう部分だと思

います。物の本をちょっと調べてみますと、日本の農業政策のゆがみというのは、典型

は、減反政策であり、農地政策であり、農協政策だと。これすべてが弱くなってきている

ので、どうしても農業というのは強くなっていかないと。それらの根幹は、やっぱり農地

政策にあるのではないかと。この農地政策というのは、一説によりますと、もう１９８０

年ころには、日本の農業は１０ヘクタールレベルぐらいまで上がっていなければならな

かったというようなものもちょっと出ていたようでございますけれども、それが現在例え

ば三笠市で言いましても、６.３ヘクタールくらいということで、これが遅々として、な

かなか農地の集約化が進まないと。これは、農地法関連の問題もいろいろあろうと思いま

すが、そういう状況の中で、現在その農業政策というのは、なかなか効果的なものが見出

せないということで、こういう食料・農業・農村基本計画なんかもでき、そして既にでき

ております水田農業ビジョン等に基づいた、いわゆる産地づくり対策等々の中で従来行わ

れてきたのですが、これが今、見直されてきているということでございます。今回の品目

オーダーにつきましては、生産物の販売収入では賄えない部分を賄っていこうということ

で、これは生産条件の格差補正対策交付金、それから担い手の販売収入の変動が経営に及

ぼす影響を緩和していくというようなことで、収入変動と影響緩和対策交付金、これは要

は従来収入と支出の関係で支出の方が上回るという部分については、そういう部分を面倒

を見ていきましょうとか、それからあるいは何年間の変化の中で農産物が上がったり下

がったりしますけれども、この下がった部分が大きい場合については、そこの部分を担い

手の方々についてのみ経営安定を図るねらいで、交付金を交付しましょうということで、

農業者にとっては、ある意味ありがたい政策ということになるのだろうと思います。あり

がたい政策が、最終的に本当に農業者のためになるのか、強い農業が確立されるのかとい

う部分については、多くの議論があるところのようでございます。 

 そこで、この対象品目につきましては、小麦・大豆・米・てん菜・でん粉原料のバレイ

ショ等々と言われていまして、三笠で該当するといたしますと米・小麦・大豆ということ

になろうというふうに思っています。そこで。支援を受けることができる対象者として

は、認定農業者というのが前提でございます。つまり担い手ということでございますが、

農業所得がおおむね４８０万円以上ということで、経営規模が１０ヘクタール以上、こう

いうふうに言われています。先ほど申し上げましたように、三笠の農地がまだそこに満た
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ないということですから、これに該当しない方々が出てくる可能性が大きいということで

ございます。ただ、最近では物理的特例ということで若干見直される動きがありまして、

今のところまだ正式な通知はございませんけれども、６月末をめどにして、物理的な特性

の中では、面積的なものを緩和しようということで、６.４ヘクタールほどになるのでは

ないのかというふうに現在言われているところでございますし、それから所得特例の方も

４８０万円というのは、非常に厳しい農家もいるので、これの半分を超えて、この先ほど

申し上げました対象の作物が、３分の１以上という方については認めてもいいのではない

か、こういうふうになっております。三笠市では、現在農家の戸数を１５１というふうに

私どもでは押さえておりますけれども、そのうちこの対象品目を作付している農家という

のは６３戸ほどあると把握しておりまして、この６３戸のうち、今のところ該当する認定

農業者は３８戸ほどになるのではないかというふうな押さえでございます。あと若干、今

の見直し等の中で見ていって、何とか可能性が生まれるだろうというふうに考えられてい

るのは８戸ほどございまして、合わせて４６戸ほど、６３戸からいいますと、７３％ほど

の方が認定農業者といいますか、この該当者として取り組んでいけるのではないだろうか

というふうに現在考えているところでございます。 

 市の動きといたしましては、この認定農業者の確保ということを目的にして、自営岩見

沢地域担い手育成総合支援協議会というのをつくらせていただきまして、これはことしの

５月でございますが、三笠市、岩見沢市、美唄市でつくらせていただきまして、これによ

る掘り起こしを現在行っているということでございます。全体をさらにさらに調査いたし

ました中で、１戸でも多く認定できるよう取り組むということになろうと思います。な

お、この認定農業者でなければ、もう農業はできないというわけではございませんので、

この辺の視点でもしっかり農協あるいは農業団体と相談をしながらしっかり御指導申し上

げるというふうにしていかなければならないのだなと現在考えているところでございます

が、農業政策がこのように３年に１回くらいのペースで、どんどんどんどんある意味では

毎年のように変わっていくということでございますので、そういう意味では、それに追い

ついていきながら、将来あるべき姿を模索していかなければならないのだろうと。いずれ

にしても国際的な視点の中で、農業が農業としてだけの視点でなかなか語られるというこ

とが難しくなってまいりました。御承知のように、やはり先進国はサービス業、それから

外国に資本投下していくという時代に入っていますから、それらのルールづくりも含め

て、いろいろ協議が行われているようでございまして、そうしますと農業でどこまで本当

に従来の既得権を守っていけるのかという部分も非常につらいのかなと。そこの部分は、

また声を大にして守るべく努力していかなければならないというふうには考えてございま

すけれども、事は貿易交渉ですから、やっぱり総体的な中で議論されるということでござ

いましょうから、その意味では、非常に暗い局面にあると、しっかりと慎重に対処してい

かなければならないというふうに考えているところでございます。 

 それから、二つ目におっしゃいました農地・水・環境保全向上対策でございます。これ
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は、今度新しく出てまいりまして、農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮というこ

とを目的にして、こういうことをやっていくためには、基本となる農地・水・環境の保全

と質的向上を図るということが大事だと。それで、それとともに農業が本来有する自然環

境機能を維持増進することが必要だと、こういうことで、日本の農業があったために非常

にきれいな水やなんかが確保されていっているということを強く主張して、従来から多面

的機能という部分については言われてきた部分ですが、それをさらにさらに発揮させてい

こうということだということでございます。 

 一方では、過疎化とか高齢化とかが農業者の中に混入化といいますか、農業者でない

方々も入っていくような時代になりまして、非常に集落としての機能、従来の農業として

のコア機能といいますか、そういう集団的な意識の薄れといいますか、そういったものが

やっぱり起きているところもたくさんあるのだろうと。そこをしっかりこういう施設を保

全していくためにもそういう集落機能をしっかりと機能させていくと。一方で、農業者だ

けではなくて地域の方々も入っていただきながら、そういう活動の仕組みをつくり上げて

いくということが大事なのだろうというふうに言われておりまして、生産資源はもとより

環境資源の保全活動、これは資源保全対策と言っているようでございますけれども、また

そのほかに減農薬、それから減化学肥料などの先進的な営農活動、これは生産環境保全対

策と言っていますが、これを一体的に取り組みながら農地・水・環境保全向上対策を実施

していくということが言われております。対象地としては、農振農用地でありまして、三

笠市の場合１,１２３ヘクタールということで、全体が１,３６０と言われておりますの

で、その中では８２.６％が対象地域だということでございますけれども、これはこの事

業を聞いてすぐ浮かびますのは中山間の部分でございまして、中山間の方でも一定の取り

組みは行われておりますので、それに加えて、この事業を実施するといたしますと、基礎

部分と誘導部分というのがそれぞれありまして、国の方で、こういうことは最低しなけれ

ばならない、次の段階では、こういうことは最低しなければならない、最後の段階でも、

これは取り組まなければならないというようなものがありまして、それら非常に中山間が

出発したときよりは大きく縛りがあります。その縛りをクリアできるのがどこまであるか

と。私どもが見た感じでは、今のところ畑の部分というよりは、水田の部分が強いのかな

と。つまり水という部分に着目した部分が大きいのかなというふうに考えておりますけれ

ども、そういうふうになっていくのではないかと考えております。 

 そこで、負担割合は国が半分、残りの半分のうちの半分を北海道、そして三笠市が持

つ、こういうことで取り組まれるようでございまして、現在、国の動きでは、過日この６

月になりましてから空知支庁が我々のところに説明に参りました。説明に来て、即６月中

には１９年度の要望量調査が行われるので、それで数字を出しなさいとこういう話でし

た。ちょっとびっくりいたしまして、現在モデル事業として岩見沢市などが取り組んでい

るモデル事業の成果も何も教えない、見せないで、もう即数字を出しなさいと、こういう

ことだったものですから、とんでもないなという意識でおります。しかし、いずれにして
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ももう実施すると、先ほど委員がおっしゃられたとおりです。ですから、もうここは本当

にめちゃくちゃに進んでいるなという印象でございます。 

 また、北海道の動き、これは国に対しての要請でございますけれども、その活動内容の

先ほど申し上げましたような縛りとか、対象地域の支援の要件だとかというものについ

て、もっと広く地方の作業を認めてほしいとか、それからこれは市町村から言って、北海

道に言わせていることですが、支援額に係る地方負担の問題についても、これは国のこと

を決めるのはいいけれども、地方の負担のあり方については、地方でやらせてくれとか、

そういう地方負担に見合った交付税措置してくれとか、それからもう１９年度に手を挙げ

なかったらもう認めないぞという姿勢が言われておりまして、これも体制整ったところか

ら参画できるようにしてほしいと、そういうことについて、過日も我々の方からまたさら

に申し上げたところでございます。 

 市の動きとしましては、６月２３日に農業者がこれが実際にどの程度取り組み意識があ

るかということもありますし、本当にこの要望するとすれば、どういう地域をどう選定し

ていったらいいのかということが非常に難しさがありまして、その辺土地改良区の区域を

対象にした説明会をやりたいということで考えておりまして、現在準備を、それから相談

をさせていただいているところでございます。メニュー的には非常に難しいものがありま

して、ここのところはしっかり検討してまいらなければならないというふうに考えており

ます。ただし、１９年度の交付税の見通し、前段御質問いただきました中での御答弁にも

ありましたように、交付税が１９年度から非常に圧縮を受けるのではないかという心配が

現在されております。また、三笠市としての全体的な財政事情のこともありますので、こ

れはどうしても予算編成時点において総合的な判断をすることになるのだなというふうに

現在考えているところでございます。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） 大まかに今、答弁受けたとおりなのですが、そこに一つ一つ問題

があると。最終的に言われた国が決めたシステムなのに、最終的に市町村に負担を求める

と。こういうシステムがいいのかどうかという部分はあるのですが、そういうふうに法律

で決まってきたということでございます。その中で、答弁にあったように６月いっぱい、

また、ことし中に計画をして、１９年度からその事業を取り組まない地帯においては取り

上げないよということでございます。行政の予算の部分に係ってくることですから、なか

なか私も言いづらい部分があるわけですが、１９年度から取り組まなければ、その後一切

その事業には取り組めない地帯になってしまう。そういう状況がありますので、これはぜ

ひとも急いで、その対応策を図っていただきたい。先ほどもお話ししたとおり、国が決め

た事業に一市町村が負担をしなければいけないということに対しては、市長会を通してで

もそのことに対しての不満、批判については私も同じでございますので、その辺はそちら

の方で頑張っていただきたいとは思いますけれども、現実そういう形でなっているという
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ことの御理解と、１９年度から事業を進めなければこの事業には取り組めないと。 

 そして先ほども登壇での質問させていただいたとおり、事業の内容によっては市のイン

フラ整備との絡みも出てくるのかなと思っております。これいろんな形のパターンがある

のですが、言ってみれば用水の草刈りだとか、用水の周辺の美化というか、お花を植えた

り、そういうことの事業も対象になると。それは、町内会を含めて参加することによっ

て、そのことの可能性も出てくる。また、通常、用排水の排水の部分で市道等々の側溝が

ありますよね、そこの修理またはたまった残土を取り除くだとか、そういう部分というの

は行政単独でしなければいけない事業の部分もあると。そういう部分を逆に言えば４分の

１のお金でできるのですよというメリットもあると。それで、先ほどもお話ししたとお

り、行政のやらざるを得ない部分をこの際その事業に乗せて進めていくことによって、三

笠市も農家の方も、また周辺の三笠市民の皆さんもプラスになるようなことであれば、そ

ういうものを積み上げて、この事業に乗っかるのはいかがなのかなと思っておりますの

で、その辺本当に時間がない段階でのお話で大変申しわけないのですが、早急にその部分

を詰めて、ことしじゅうに計画をして来年度からの事業、決して農村だけよくしてくださ

いというお話ではなくて、先ほども話したように、市としてしなければいけない部分、ま

た地域住民の方にとってもプラスになること、それに環境を一定に保持できる、また保持

をしていかなければならないところに対する事業ということでとらえていただければ、全

部の面積に網をかけることが可能かどうかは別にしましても、部分的にも対応ができる。

一つの形としては、抜羽の沢からの、あそこの蛍の生息地、前の質問でもお話ししたとお

り、蛍は環境のバロメーターだと言われておりますので、あそこをどういうふうな形の中

で改修をし維持をして、そこに蛍が生存するのに影響のない環境をつくってやって、まち

のすぐ近くからその蛍が見える場所がありますよという、この三笠のすばらしい自然の中

で生きてみませんか、三笠で過ごしてみませんかというような形のものが、そういうため

にこの事業を活用してみるだとか、いろいろな方法があると思います。それに特定してい

るわけではないですけれども、先ほども部長言われたとおり、用水関係、水関係にはすご

く簡単な事業でございますので、取り組みやすい形なのかなとは思っておりますので、一

つの提言としてそんなこともお話をさせていただきたいと思ってます。ただ、前段言った

ように、急がなければならないということでございますので、その辺の考え方をちょっと

お聞かせ願いたいなと。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 今お話ありましたこと、最近どうも国が一方的に話を決めて市町

村負担を求めると。これは極めて一般論で最近多いという、そういう部長の発言でありま

して、我々もそういうふうに強く感じてはおります。しかし、法治国家ですから、法律が

国会で決まった以上は、それに対して私どもどう判断するかというものを持ち合わせなけ

ればならないと、こういうことになるだろうというふうに思っております。 

 そこで、今いろいろお話がありました。私どもも新しい事業ですので、果たして三笠市
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の環境的な面で、農業者、町内会等々で、果たしてこういう事業がなし得ていくかどう

か、また今お話あったように、全体が可能なのか、部分的に可能なのか、いろんなことが

この中では検討を重ねていかなければならないだろうというふうに思ってます。本当にそ

の１９年度で頭出ししなければもう１００％だめになるのか、または多少の救いの道が残

るのか、この辺もちょっと見きわめなければならないかなという思いもしております。

今、表向きは１９年度という質問者がおっしゃるとおりでございます。 

 そういった環境の中で、この１９年度に対して、この事業をどうするかということは、

これは農業団体とこれから、時間もないというのはおっしゃるとおりでございますので、

予算化するためには年内に何とか方向性を見つけなければならないということになります

から、これはちょっと農業団体等々といろいろ話し合い、協議の場を持ち合わせていただ

きたいなと思いますし、実際、具体的にそういうことがなし得る環境にあるのかどうかと

いうことも含めて、全体部分も含めて、これいろいろと検討させていただきたいというふ

うに思っています。最終的には年内ということになりますので、期限が定められておりま

すから、これは実現可能かどうかも含めて、少し勉強もし、検討させていただきたいとい

うふうに思っております。 

◎議長（扇谷知巳氏） 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） 今、助役答弁のとおりなのでしょうと思います。なかなかこのシ

ステムが今までのとおり農業者だけでできる部分というのが限られてきていますし、俗に

言えば学校のＰＴＡだとか自治会、要するに町内会だとか、いろんな形が組まれて事業に

参加して、その事業が成り立つという形になっております。それで、先ほどお話ししたよ

うに、町内の美化のために花を植えたりすることもこれで可能だと。そういう意味では、

今年度予算１００万円を組んでいましたそういう事業プラスそういうことを含めてやるこ

とによって、それが４倍のことができるのか、４分の１で済むのかという部分も出てきま

すし、決してマイナスの部分だけではないと。ただ、急がなければならないということが

大変なのであって、国は決していついつまで、概算要求はするための一定の積み上げの面

積は出してくれという話なのですが、ただ一番強く出ているのが道段階なのです。道も財

政が大変なようでございますから、そういうことを言うのでしょうけれども、言ってみれ

ば、いついつまで出さなければ、道も出さなければいけないのだから、そこで切らせても

らうよというのが、道段階で出てきているということもございますので、何とか急いだ形

の中で取り組めるものから考えられるものから取り組んでいただいて、市民の皆さんのた

めにも、また基幹産業である農業のためにもなるような方法、また行政のインフラ整備の

一部として利用するだとかということも総合的に考えて、できるだけ早く対処していただ

きたいと思っております。 

 この事業については、大体そういうことなのですが、先ほど言われた品目横断について

は、一定の知事特認という部分で緩和されて、三笠は６.４ヘクタールぐらいになります

よだとか、対象者は４０何戸ぐらいになるのではないかという話があるのですが、ただ前
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提は平成１６年から１８年までにそのものが作付されたという前提がなければその対象に

ならないということで、その１６年から１８年までに、その作物を作付していないところ

には、この品目横断の直接支払はしませんよということです。そして、そこで固定させて

いただきますという話も出ています。そうなると、言ってみればこれから農地を拡大し

て、規模を拡大して前向きに全力で農業に取り組みたいという、俗に言う担い手にして

も、今度、麦だとか大豆だとか対象になる作物をつくっていないところ、言ってみれば農

地は規模拡大する余地がないということになるわけですよ。それで、言ってみれば農地の

流動化はとまってしまうという問題も出てくるわけ。逆に、三笠の場合は対象者が少ない

から、その影響がそう多くないのではないかと言われてきていたのですが、逆に言えば、

その対象者が少ないということは、この言ってみれば品目横断の中で得られる収入の対象

もないということですから、それは農地についてくるものですから、言ってみればその権

利のない農地を取得しても農家としてメリットがないということになってくるわけだ。そ

の部分の解消がされなければ結局高齢化での農地の流動化が大変だと言っている、プラス

そういう問題も出てくると。だから、一体何をつくっていけばいいのかという問題も出て

きますので、そのことで先ほどお話ししたように、言ってみれば農村が崩壊する可能性も

出てくるような大きな話なのですよということなのです。この部分について、結局先ほど

のＷＴＯの関係も出てくるのですけれども、それで麦だとか輸入農産物の関税が下がって

入ってくると。そうしたら、今までは海外から入ってきた小麦を一定安く買って高く売っ

て、その差額を日本の農業者の麦、大豆の金に補てんしていたわけですよ。結局安く入っ

てくるということは、その補てんができなくなるということですから、補てんができなく

なった部分をこの品目横断で補てんしようということなのです。だから、輸入関税が下が

れば下がるほど、その補てん額というのはだんだん少なくなっていくということでござい

ますので、これ言ってみれば自然に農産物の価格を下げていく方法ということなのです。

それに耐えられるような農家がどれだけいるかということの中で、最初に国が一定の線引

きをしたのは、１０ヘクタール以上の農家でなければその対象にもしませんよということ

でございます。その部分を見て、その部分が前提にあって、果たしてこういう農政の中

で、三笠の農業者がどのような対策をしていけばいいかということを考えていく中で、先

ほど言った二分化していくと思うのです。ある程度面積を持ってやっていく農家と、そう

ではない形の農業者というふうに二分化していく。その片方の方でもおかしくなっては、

また問題があるわけですね。ですから、今、三笠の農業の場合、野菜をつくる技術を一定

に持っている。そのことで何とか所得を確保してきていると。その部分での何とか頑張っ

てやってきている部分が、今まで得られた支援策を受けられなくなるということでござい

ますから、それ以上の行政として、また農業者の努力はまず第１点、それが一番最初にし

ていただかなければならないことなのですが、行政として農業をどういう形の中で支援が

できるのかということを、今から考えていかなければ、この１９年度からは明確にこのこ

とがはっきりしてくる時代ということになっておりますので、その辺をまずどのように考
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えられているのかちょっと聞かせていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 質問議員言われましたように知事特認の問題について

は、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、６月末をめどにということでございます

ので、今のところまだ来ておりませんけれども、そういうふうになっていく可能性は大だ

というふうに考えておりますので、そういう意味では、ある程度先ほど申し上げたような

数字が確保されていくのかなと思います。 

 今おっしゃられました大きな視点での三笠市の農業というのは実際にどうあるべきなの

か、とても大きなテーマで私どもが簡単に申し上げられるようなことではないと思ってお

りますけれども、基本的に今の農業については、先ほども申し上げたいわゆる多角的貿易

交渉の中にもありますし、それから具体的にはこういう国の政策もありますけれども、非

常に農業者に対して、何らかの所得を直接的に保障していくようなシステムを片方で持ち

ながら、今のような農地の流動化も図っていくというような政策も出しながらということ

でございますので、私どもの方で、それをこの政策のそれぞれのよしあしを吟味しなが

ら、三笠市そのものの独自の農業政策というのはどうあるべきかということになると、非

常に難しさがございます。ただ、少なくても従来からその蔬菜を中心にして非常に良質の

ものができるまちであることは確かでありますし、農地面積は非常に小さいので、そうで

ありながら一方で、米は最高ランクにまで上り詰めたという実績がありますから、ここの

ところは農業者の方々としっかり組みながら、そういう政策は政策の乗る部分はきちっと

乗りながら、一方でやっぱり独自の農業生産物の販売とか、そういうルートを切り開いて

いくような努力も必要なのだろうと。また、地域で安定的に農業者を確保していくという

ことも恐らくは大事だ。つまり、新規就農の問題も陰に陽に絡まってくる問題でもあると

私ども思っておりまして、それらを総合的に取り組んでいかなければならないということ

でございます。申し上げておりますように、ことしの市政執行方針にもその対談型の農業

交流体験施設をつくりたいと、私どもでその研究をしていきますというふうに申し上げた

のも、実はそういう視点がありますし、一方で議員も御参加いただいておりますけれど

も、農業問題の懇談会も私どもでつくらせていただきまして、農業の主たる方々お集まり

いただいて、議論をさせていただいております。この中でも、全部もうあるべき姿をそう

いう中で御議論いただきながら模索をしていって、具体的なものをつくっていきたい。つ

まり、行政のひとりよがりとか国や道に言われる部分だけではなくて、地域の農業者が本

当に何が今欲しいのか、何が必要なのか、そして三笠市のまちのためにはどういう農業が

役に立つのかというのを、そういった議論の中で、しっかり見きわめていきたいというふ

うに考えてございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） 基本的な姿勢を今お伺いして、私もそういう前向きに取り組んで

いただけるものだと信じております。ただ、具体的にこれからちょっとお話しさせていた
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だきます。そのことの対応が早々にできるのか、できないのかということです。先ほどの

言った意味では、環境等の直接支払いの部分で、いろんな私なりの考え方をお話しさせて

いただいて、こんなこともできるのではないかというお話をさせていただきましたが、そ

の一つの中に、そのものがクリアされて、その部分とまた別な部分で、今度個々の農家と

いうことになる可能性があるのですが、エコファーマー制度を取り入れることによって、

一定の助成等々がされていくと。このエコファーマーという制度自体が、これは道あたり

で認可していただけることになるのでしょうが、言ってみれば自然に優しい農業に取り組

む、この努力をしている人には一定の補助等々をしていきますよということでございま

す。この認定というのは、いろんな形、申請する場所というのは、いろんなパターンであ

ると思うのですが、行政に申請する、またはその行政から言ってみれば北海道に申請する

という形のものになっていく形です。その受け入れ態勢が三笠市としてとれるのかどうか

ということと、今、北海道でやっているのが「ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ」ということです。北

の国農業農産物表示制度ということでございます。これについても、生産者から各市町村

の協議会が設置されていれば、そこに申請し、道の方に申請して、その一定のものがクリ

アされていれば、このものを表示制度を使えるという形の中で、その産地の特徴を出して

いったらどうなのかということでございます。先ほどの中にエコファーマーというものが

一定にクリアできる、本人の努力が一番なのですが、クリアできればそれに対して一定の

対策ができるよということになっておりますので、その受け入れ、また、その態勢を早々

に対応できるかどうか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西城経済建設部長。 

◎経済建設部長（西城賢策氏） 最近になって三笠市にいろいろお話をいただくケースも

あって、三笠市の本当にその農業が安全で安心な農業をやられているのかどうかというよ

うなことを非常に関心持たれている方も実はおられて、そういうところから、今の「ＹＥ

Ｓ！ｃｌｅａｎ」の問題のお話をいただいていました。これはイコール先ほどちょっと出

てきましたやはり減農薬、減化学肥料ということなのでしょうけれども、特に減農薬の問

題については、低農薬だとかいろんな言い方があります。私どもとしては、そういう農業

を模索していかなければならないと、これはもうよく農団の会長さんも言われております

けれども、農産物の味を売るという時代より安全・安心を売る時代に現在なって、それが

価格になっていると考えなければならない時代だとよくおっしゃっておられますので、私

どももそこの認識は全く共通でございます。今のところ直ちにそういう協議会を立ち上げ

るとか立ち上げないとかということについて、具体的に職場でやりとりしているという実

績ございませんけれども、いいきっかけでございますし、私どもとしては、そういう議論

をぜひ始めてみたいというふうに考えますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） そのクリーン農業推進協議会というのは、それ自体を立ち上げる
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のは大した大きな問題ではないと思っているのですけれども、現状ある組織をうまく使え

ばできるのかなと思っておりますけれども、それに対象になる農業者の努力が一番大切に

なってくる中身は結構厳しい問題でありますけれども、消費者のことを考えれば、三笠全

体の農業がそういう形に進んでいくということが、三笠の農業の特徴になり、消費者に対

して安全で安心な農産物を提供できる。また、そのものがほかの市町村から来られる方を

そのことに魅力を持って、三笠の観光に来るだとか、いろんなものが可能としてなってい

くのかなと思っておりますので、小さい農村地帯がゆえにできる、取り組める方法として

は、町を挙げてそのものに取り組んでいく必要があるのではないかと思っております。 

 また、今言われております生ごみの堆肥化という部分で、これに対してはいろいろ賛否

両論あるのだと思いますけれども、今いろんな学説もあります。だから、そういうものを

リンクしながら本当に安全なものを安心して食べていただける状況が間違いなく起こすこ

とができるということであれば、大いにそういうものを利用しながら循環型の社会をつ

くっていく必要があるのではないかと、それが三笠の生きる道だという考え方もあるので

はないかと思っています。ただ、そういう大きな流れの中に、先ほどもお話ししたとお

り、ポジティブリストというのが５月の末に制度化されて執行されたと。これが農家のた

めになっているのか、消費者のためになっているのか、輸入業者のためになっているの

か、ちょっとわからない部分がございまして、先ほどもお話ししたとおり、現場でかなり

の混乱を起こす可能性があるし、実際何かがあったときには、大変なことだなという部分

なのですが、これ農薬基準を一定に定められたということなのですが、ある程度農業を

やっていくのに、言ってみれば連作障害というものがあって、一定に違う作物を回しなが

ら作付していく。十勝なんかでは、俗に言われている４年輪作という形の中で、麦・大

豆・ビート・芋を４年ごとに回しながら植えていくと。こういう形の中でやっていく中

で、芋に使っていい農薬が麦にかかってしまったら、それはドリフトというのですが、飛

散をしてかかってしまったら、その農薬が基準として出てきた時点においては、その地帯

の農産物すべて検査される可能性も出てくる。そういうようなシステムなのです。これ

は、食品衛生法で決められたのですが、これは輸入農産物を抑えるためにこういうふうに

決めたのですよというのですけれども、実際今、農業者の方が混乱していると。極端に言

えば、ハウスの中でトマトとキュウリと何かをつくって、一つの農薬をかけてしまった。

そのうちのトマトにはかけていけない農薬だったと。そのトマトを買って食べた人が保健

所に行って、これおかしくありませんかと言われたら、その産地自体が全部調べられる

と。また風評被害も出てくる可能性がある。あそこの産地は危ないよというような問題も

出てくるようなシステムなのです。だから、本当はこれ輸入農産物を抑えるためにやった

ことなのですが、逆に言えば農業をできないような形にしてしまう可能性があるというこ

とで、だから隣の家で、隣の畑はタマネギをつくっていて、隣は麦つくっていて、ちょっ

と風吹いたとき消毒をして、そのタマネギにかけてはいけない農薬がかかってしまったら

問題なのですよということです。実際、現場の営農では、そんなことは不可能に近いとい
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うこともあります。今、農業者が本当にその辺気にしながら進めているのですが、最大限

今できる範囲のことは皆さん努力しているのですが、そういうような形のものもあって、

今、非常に農業が大変な思いで、またいろんな規制の中で営農を進めていかなければいけ

ないという中で、農業者が市民とともに環境を考えたり、市の財政を含めながら何かお手

伝いができることがあるのであればという形の中で、先ほどの提案をさせていただいたと

いうことでございますので、市長の最後御答弁いただければありがたいと思うのですが、

よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 小林市長。 

◎市長（小林和男氏） 農業問題、私は三笠の農業を非常に大切にしていきたいし、それ

ぞれ農家の皆さん方も一生懸命努力しているということは、私なりに評価いたしておりま

す。特に、かつて三笠の米も大した米ではないと言われていたものが、昨年はついに最高

ランクの７にまでなったということは、農家の皆さん方の大変な御努力によってそうなっ

たのだろうと、このように思っておりますし、農家の方々とも懇談する中で、一生懸命自

分の農業に対する誇りと、そして親子３代、４代にわたって三笠の農業を支えてきた、そ

ういう自負と経験の中から生まれてくる農業者としての御努力、そして将来に向けて非常

に不安を抱えながらも何とか農業を切り抜けていきたいという思いを感じておりますの

で、大変力を入れていることに本当に敬意を表しますし、私たち行政を預かる者も、そう

した地元の農業者の努力あるいはそうしたものが市民にもしっかりと定着されて、どこの

町のものよりも三笠の農産物が安心で安全なものなのだと、そういう思いで消費に努力し

ていただくということも、行政として今後努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 先ほどからありました農業の品目横断的経営安定策等についても、北海道と本州では、

実は正直言って、差をつけられているのです。先ほどお話ありました認定農業の問題につ

いても、経営規模が北海道は１０ヘクタール以上、ところが本州に至っては４ヘクタール

以上ということで、最初から農林大臣だれかと思ったら、北海道出身の農林大臣なので

す。その辺が私は非常に農業団体も、ぜひそうした北海道の事情に詳しい農林大臣がいる

わけでありますから、北海道と本州とは決して、差別されるということ自体が私自身は問

題だというように考えております。 

 それから一方では、最後にありましたように農薬の問題、これは随分新聞なんかでもか

なり厳しい状況になっております。こうなればこのまま厳密に調査されて、出荷停止とい

うようなことになってくれば、工場の中しか農業はできないというようなことになってし

まうわけであります。だから、そういったことを含めながら、今後の日本の農業のあり方

が、それぞれ国際間のいろんな貿易摩擦の火種になっていることも事実でありますから、

そういった中で日本の農業が根本的に将来にわたってどうなのかということを大いに議論

すべきでありますし、私は三笠の農家の方々、少ないがゆえにいろんな短時間の間に工夫

することができるのではないかと、そういう利点と、もっと市民と消費者との間のコンセ
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ンサスとでもいいましょうか、意思の疎通を図る機会をぜひ行政としても考えてみたいな

と、そんなふうに考えて、農業を大切にしていく。まず、食の部分については、人間に

とって極めて基本になる部分でありますから、安全・安心な作物が市民の口に供給できる

ように今後とも努力していくことの意思表示をして答弁にかえさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

◎議長（扇谷知巳氏） 髙橋議員。 

◎８番（髙橋 守氏） 本当に力強い市長の御答弁をいただきました。 

 先ほど言ったように農業者も三笠という少ない農戸数の中でがゆえに全体の力で一つの

個性のある農業地帯をつくっていけるということも可能だと思いますので、いろんな制度

を利用しながら、御協力いただければなと思っています。 

 御答弁ありがとうございました。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上で、髙橋議員の質問を終わります。 

 これをもちまして、通告のありました質問はすべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 例月出納検査の実施結果報告について（監報第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の２ 監報第２号例月出納検査報告についてを議題としま

す。 

 本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑に入ります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） ちょっと、実は報告１３号に関連したことの監査の見解を聞き

たい。３月、４月、５月と各会計現金収支状況、現金の現況、一時借入金の状況、一時起

債の状況、基金の状況、こういうことで非常に詳細に適切に監査しているというふうに、

監査に対しては一定の評価を与えたいと思っています。 

 ただ、基金の取り扱いについてなのですが、１６億円あるうち１５億円を貸し付けてい

ます。そして、その主要な先は土地開発公社です。土地開発公社の件に関しては、報告１

３号で質問したいと思っておりますが、いわゆる監査も土地開発公社の監査権限が、まず

あると思っています。そこで、今まで余り監査委員会から土地開発公社に対する監査報告

というのが出たという記憶は私はないのですが、現況のこの１５億円の貸し付けの状況か

ら見まして、監査としては土地開発公社をどのように見ているかということを、ちょっと

聞かせていただきたいと思います。これは杉田監査でも、谷津監査でもどちらでも構いま

せん。 

◎議長（扇谷知巳氏） 杉田監査委員。 

◎監査委員（杉田忠正氏） 土地開発公社への監査に対する考え方ということでございま

すけれども、現在まで具体的にその部分を指しての監査に踏み込んだという事例はござい
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ません。阿部議員がおっしゃられるとおり、監査が踏み込んでいくことは可能な分野だと

思っております。随時という形で踏み込むことも可能でしょうし、行政監査という立場で

踏み込むこともできるでしょうし、また転記の中でそこの部分を扱うということも可能だ

と思っています。しかし、現実として、そこまで踏み込んだことは現時点でございませ

ん。その必要性を感じなかったと言ってしまえばそれまでなのですけれども、現時点まで

踏み込んでいないということでお話しさせていただきます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） 特に責めているわけではないですよ。ただ、土地開発公社のこ

とは議会で論議した経験が余りないのです。そういう意味で、やっぱり重視して、報告１

３号では聞きたいと思っているのですが、その前提として監査やったことがあるとすれ

ば、見解ほ聞かせておいてほしいなと、こう思ったことです。事後できるだけ努力はして

いただきたいということもお願いしておきます。 

 それから、この１６億円には、当然各基金に対して利息の払い出しというのが、受け入

れがあると思っていますが、この利息を行政としたら銀行に払うよりも基金への積み立て

がふえるというためには、そこに払った方がいいというふうな思いがあります。ですが、

金利の高さによっても判断がまた違ってきます。それで、この基金の貸付金利と、ほとん

どのうちの借り入れは、そのほかは空知信用金庫ですが、この借り入れとの差とか違いと

かそういうものがあるかどうか。監査として調べているとしたら聞かせてください。 

◎議長（扇谷知巳氏） 杉田監査委員。 

◎監査委員（杉田忠正氏） そこまで調べておりません。申しわけないのですけれども、

この場で答える情報を持っておりません。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） 調べていないのに聞くのは申しわけないのですが、ただ、この

基金については、利息が入るから監査として貸し付けておいた方がいいというふうに僕は

判断しているのです。その見解で、監査を基金として完全に置いておくよりも、置いてお

いたって預金したって全く利息かかりませんから、運用した方がいいと思っているのです

が、こういう運用の仕方を正常であるというふうに判断しているかどうかというのを最後

に聞かせてください。 

◎議長（扇谷知巳氏） 杉田監査委員。 

◎監査委員（杉田忠正氏） 確かに基金の中には、かつての利息ですか、これを当てにし

て運用する目的であったり、それから個人の寄附行為であったり、いろいろなこれだけの

数の基金を持っているわけです。しかし、先ほども熊谷議員からお話があったように、一

定の目的で持っているけれども、自由に使えるたぐいのものではないということも反面

持っております。そういう背景の中では、今、阿部議員からお話のあったように有効に活

用するということは、現時点では間違った手法ではないというふうに監査としては思って

おります。 
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◎議長（扇谷知巳氏） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、監報第２号例月出納検査報告について

は、報告済みとします。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 報告第５号から報告第７号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の３ 報告第５号から報告第７号までについてを一括議題と

します。 

 本報告については、議会運営委員会及び各常任委員会所管事項調査であり、文書御配付

のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 初めに、報告第５号議会運営委員会所管事項調査報告についての質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第６号総務常任委員会所管事項調査報告についての質

疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第７号民生経済常任委員会所管事項調査報告について

の質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから質疑を終了し、報告第５号から報告第７号

までについては、報告済みとします。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 報告第８号 まちづくり活性化調査特別委員会報 

            告について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の４ 報告第８号まちづくり活性化調査特別委員会報告につ

いてを議題とします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 髙橋委員長、登壇報告願います。 

（まちづくり活性化調査特別委員会委員長髙橋 守氏 登壇） 

◎まちづくり活性化調査特別委員会委員長（髙橋 守氏） 「まちづくり活性化調査特別

委員会」の委員長報告をさせていただきます。 

 平成１６年第２回定例会で決議設置された「まちづくり活性化調査特別委員会」につい

て、平成１８年第１回定例会で報告をした以降の調査結果を御報告申し上げます。 

 この委員会は、議長を除く全員による委員会で調査を行っておりますので、質疑と答弁

等、内容の詳細は省略させていただきますので、御了承賜りたいと思います。 
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 さて、５月２５日開催の委員会では、工業団地開発株式会社の経営状況について、ま

た、バイオマス事業の取り組みについて提示のあった資料をもとに調査を行いました。 

 初めに、工業団地開発株式会社の経営状況についての調査を行い、主な質疑といたしま

して、１、土地の販売価格について、２、収支の状況について、３、未操業者への対応に

ついて、４、今後の見通しについて質疑がありました。 

 次に、バイオマス事業の取り組みについては、主な質疑といたしまして、１、施設建設

に係る費用負担について、２、生ごみ収集量と堆肥生産量の見込みについて、３、堆肥の

販売価格について、４、施設建設予定地と地域住民の理解について質疑があり、各質疑に

対しまして、皆様各委員御承知のとおり一定の答弁がありました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の調査結果についての御報告とさせ

ていただきますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、委員長報告に対する質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから質疑を終了し、報告第８号まちづくり活性

化調査特別委員会報告については報告済みとします。 

 時間は早いですが、議事都合上、ここで昼食休憩に入ります。 

休憩 午前１１時４３分   

再開 午後 ０時５９分   

◎議長（扇谷知巳氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第５ 報告第９号 三笠市税条例の一部を改正する条例 

            の専決処分について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の５ 報告第９号三笠市税条例の一部を改正する条例の専決

処分についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第９号三笠市税条例の一部を改正する条例の専決処分につい

て報告いたします。 

 今回の専決処分は、平成１８年３月３１日付で地方税法の一部が改正されたことに伴

い、必要な措置を行ったものであります。 

 改正内容は、個人市民税において生活保護基準の変更に伴い、均等割、所得割の非課税

基準額をともに引き下げ、固定資産税においては、平成６年度以降実施してきました負担

調整措置を引き続き講ずることとしながらも、課税標準の上限及び下限を定め、課税事務

の簡素化を図ったものであります。 
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 本来であれば議会提案すべきところでありますが、今回の法律が平成１８年３月３１日

に公布され、その機会がないと判断し、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成

１８年４月１日に専決処分を行ったものであります。 

 よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第９号三笠市税条例の一部を改正する条例の専決処分については、承認することに

決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第６ 報告第１０号 三笠市乳幼児医療費条例の一部を 

            改正する条例の専決処分について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の日程第６ 報告第１０号三笠市乳幼児医療費条例の一部を

改正する条例の専決処分についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第１０号三笠市乳幼児医療費条例の一部を改正する条例の専

決処分について報告いたします。 

 今回の専決処分は、平成１８年３月３１日付で児童手当法の施行令の一部が改正された

ことに伴い、必要な措置を行ったものであります。 

 改正内容は、支給対象者の所得制限限度額の緩和が図られたことに伴い、乳幼児医療給

付事業の助成対象者に対し不利益を生じさせないため、同法施行令に準拠している所得制

限限度額を改正したものであります。 

 本来であれば議会提案すべきところでありますが、今回の施行令が平成１８年３月３１

日に公布され、その機会がないと判断し、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平

成１８年４月１日に専決処分を行ったものであります。 

 よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。 
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◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第１０号三笠市乳幼児医療費条例の一部を改正する条例の専決処分については、承

認することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第７ 報告第１１号 三笠市消防団員等公務災害補償条 

            例の一部を改正する条例の専決処分について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の日程第７ 報告第１１号三笠市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例の専決処分についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第１１号三笠市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例の専決処分について報告いたします。 

 今回の専決処分は、平成１８年３月２７日付で非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部が改正されたことに伴い、必要な措置を行ったものであります。 

 改正内容は、最近の社会経済情勢にかんがみ、消防団員等に対する損害補償の適正化を

図るため、補償基礎額及び介護補償額の引き下げを行ったものであります。 

 本来であれば議会提案すべきところでありますが、今回の政令が平成１８年３月２７日

に公布され、その機会がないと判断し、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成

１８年４月１日に専決処分を行ったものであります。 

 よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 



 

- 31 -

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第１１号三笠市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分につ

いては、承認することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第８ 報告第１２号 平成１７年度三笠市一般会計補正 

            予算（第７回）の専決処分について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の８ 報告第１２号平成１７年度三笠市一般会計補正予算の

専決処分についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第１２号平成１７年度三笠市一般会計補正予算（第７回）の

専決処分について報告いたします。 

 今回の専決処分は、地方債の決定に伴う整理と決算余剰額の調整のため、既定予算額に

６,２７２万６,０００円を追加し、予算の総額を１０４億３,９１７万４,０００円とした

ものであります。 

 その内容は、地方債について、借り入れに伴う許可申請に当たり、決定額が議決限度額

を上回る２件、２０万円について増額整理を行ったものであります。 

 次に、歳出については、決算見込みにおいて一定の余剰額が見込まれたことから、将来

の財政運営に活用するため、備荒資金組合に超過納付したものであります。 

 一方、歳入については、その財源として地方交付税等の増額決定に伴う未整理額及び一

般寄附金を措置するとともに、備荒資金組合超過納付金積立予算調整額により整理したも

のであります。 

 本来であれば、議会提案すべきところでありますが、諸般の事情からその機会がないと

判断し、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成１８年３月３１日に専決処分を

行ったものであります。 

 よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第１２号平成１７年度三笠市一般会計補正予算（第７回）の専決処分については、

承認することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 報告第１３号から報告第１６号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の９ 報告第１３号から報告第１６号までについてを一括議

題とします。 

 本報告については、市の出資等による法人の経営状況説明であり、文書記載のとおりで

ありますから、口頭説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 初めに、報告第１３号三笠市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出についての

質疑を受けます。 

 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） さきにも述べたのですが、土地開発公社、率直に言えば隠れた

という言い方はちょっと悪いかもしれませんけれども、いわゆる行政のアキレス腱という

ふうに思っています。これを見ましても、やはりできるだけ早い解決をすべきだというふ

うに私思っています。借入限度額で１１億６,０００万円ですか、実際に借り入れている

のは１１億５,１００万円ぐらいですか。そして持っている土地を見ると、いろんな事情

があったとは思いますけれども、当然市が持っていなければならない土地と、例えば学校

用地だとか、道路用地だとか、市が施設を持っている用地だとか、こういうものの整理は

当然やっぱり早くやらなければいかんというのが事実です。そして借金を持っていると。

これは１４号、１５号、１６号も大体いろんな悩みを持っている問題なのだけれども、実

際、特徴的にあらわれるのは土地開発公社。福岡の赤池の赤字団体も実は土地開発公社も

入っている。入っていて３８億円くらいかな、３８億円くらいで赤字団体に転落した。

私、実際行ってその現場を見てきているのです。そのことから考えれば、一般財源と同じ

ように土地開発公社問題は、重視して問題に取り組んで方向をはっきり持っていく必要が

あると、こういうふうに私は思っています。一般財源では、さっき専決処分で説明された

ように、非常に形よくなっているという感じはします。それも行政の努力だと思っていま

す。それから、この土地開発公社問題については、今の市長ではなくて、前期の市長から

同じような継続で、全くそのままつながってきているというふうに思われているのです。

ですから、これはこのことも一つはある側によっては動機になって赤字団体に転落する可
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能性だってないわけではないですよという思いもあります。そういうことで見解を聞きた

いのです。私、赤池見に行ったときは、非常にまず職員が今三笠でやられているようなこ

とをやっていましたよ、ただしかし、びっくりしたのは庁舎が立派になったということで

すがね。政府の認めるものは認めるのだけれども、徹底した合理化をやる。三笠の場合

も、僕は市長なり助役なりの指導がよかったと思うのですが、非常に職員が協力をしてい

ると。職員が協力をしてくれていると。都市公園のいわゆる草刈りもやり始めている。こ

れは、赤池に行ったら、そのことを全部やっていました。トイレの清掃から何からやって

いた。そればかりではありません。物品一つ一つ購入するについても、徹底的にチェック

されている。そういうことでないと生き残れないということの実感を私は感じてきたので

す。その意味で、私は、この土地開発公社問題についても、解決のためには、どのよう

に、僕は現在ではちゃんとはっきりしたものは持っていないと思うのですが、今までどお

りやっていくよというような、一部余った金で買いつけていくよというようなことだと思

うのですが、将来的に見たら三笠市自身の一般財源のいわゆる起債と同じように問題を重

視して見ていくべきだと、こう思っています。その点で、この実態をどう受けとめたらい

いのかということについて、助役が責任者ですか、ひとつ聞かせてください。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 実態は質問者も十分御承知の上での質問というふうに思っており

ます。 

（「余りわかっていないのだ」の声あり） 

◎助役（西村和義氏） この中で示されているとおり、約１３億７,０００万円の土地を

保有して、公社名の土地があると、公社名義の土地ですね。それで、これは古くは昭和４

９年に取得している。それと、今、供用をしている土地で一番古いのは昭和５９年。実

は、このうちの約半分６億８,０００万円の土地が、既に市が利用している土地です。市

が利用しているわけですから、活用しているわけですから、その上に例えば学校を建てた

り、市営住宅を建てたりしているわけですから、その底地がその事業を行うときに三笠市

が取得しなければならなかった土地と、そういうことです。その土地を取得しないできて

いた。これが、この２０年ぐらいにわたって、そういうことが繰り返されてきたというの

は実態でございます。残りの約７億円近くは、これは公社が土地を買いましたけれども、

まだ市が利用していない土地、例えばＪＲ用地ですとか、それから北炭から買った土地も

かなりの土地が残っております。これは、万やむにやまれず買った土地も今の言った土地

もあります。ですから、土地を市が利用するという前提で先行取得した土地もあれば、ま

たその万やむにやまれず取得した土地もあります。そういう中身でございます。この約２

０年間にわたって、一切手をつけてこなかったというのは、これは市として大きな問題だ

というふうに今現時点でそういう認識はしております。それで、最低限少なくても、市が

現在利用している土地については、市が取得しなければならない。そういう取得する方向

で、我々物事を考えていかなければならないだろうというふうに思っております。実際、
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今残っている６億８,０００万円、約７億円というのは、これは三笠市のいわば借金でご

ざいます。私、北海道新聞に申し上げました一般会計１３０億円という中に、この７億円

分は入っております。借金という意識はしております。 

 ですから、これは決して自慢できる中身ではございません。対策としまして、これ今ま

で一切手をつけていませんでした。平成１６年度に、この公社の土地をこのままでいいの

かという議論を内部でいたしまして、その時点から決算で剰余金が出た場合、その２分の

１、限度額を５,０００万円ということで、その決算の結果によって、公社の土地を取得

していきましょうという方針は立てました。いわばこれ決算の剰余金ですから、ある意味

では消極的な消し方ということになろうかと思いますけれども、まずとりあえずそういう

視点で出発しましょうということで、１６年度の決算を見ますと、それなりの剰余金が発

生しましたので、約５,０００万円近くの土地を三笠市がこの公社から取得してありま

す。１７年度の決算も良好でしたので約５,０００万円で、１８年度のこれは１２月ぐら

いの議会になるだろうと思いますけれども、今年度５,０００万円ぐらいの土地をこの公

社から市が取得する予定にしております。これも供用済みの土地を取得する予定にしてお

ります。ただ、５,０００万円で続けても、１２年で６億円ですから、全部取得するには

十三、四年たってしまうという状況になってしまいます。したがって、これは当面そうい

う方法を続けるといたしましても、さらに抜本的な解決に向けて、内容を検討していかな

ければならないのかなというふうに考えております。これは、私ども基本的には、隠そう

とかそういうつもりは、さらさらございません。これは、現実的に供用している土地は、

もう絶対三笠市の借金という意識は常に持っておりますので、この部分は、とりあえず今

の方法で取得していきますが、そのうちにまた抜本的なことも検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

◎議長（扇谷知巳氏） 阿部議員。 

◎１６番（阿部 進氏） これは、さっき私、アキレス腱と言ったのですが、実際に深刻

に受けとめるべきだと。確かに、隣に幹事さんいるのだそうですけれども、いろいろ聞か

される。ただ、そして理事も議員からたくさん出ているから、余り議会で本格論議してい

ることがないのです。ないから何か隠れているような感じをしているのだけれども、実態

としてそういう問題、今、助役が言われたような問題点を持っているよという意識を持ち

ながらやらなければいけないと思っているのです。そうでないと、一般的に赤字団体の転

落については、夕張だけではなくて、あと１０ぐらいはあるのだよということを日本経済

新聞は公表していますよ、名前は言っていません。その中に三笠はどう見ても大分近づい

ているなという感じも受けるのだわ。はっきり言えば、もっと悪いのは芦別だろうし、赤

平だろうし、歌志内だろうし、その次三笠だと。こんなことが公然と表明されてきてい

る。だから、こういう実態を正しくやっぱり市民に伝えるものは伝えながら、協力をもら

うという姿勢で、この土地開発公社問題も解決していかなければいけないと思っているの

です。買うときにだって、ぼやぼやしていると三笠市は土地価格が安いのに高く買わざる
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を得なくなると。それは、全部税金ですよ、出ていくのは。それをやるためには、どうし

ても合理化を進めなければいかんと。これは、もう聖域なき合理化をしなければいかんと

私は思っていますよ。ただし、急にやるのではなくて、協力をしてもらうという姿勢で

もってやっていくべきだと思います。だから、そういう危機意識でひとつやってもらうこ

とを申し上げたいと思います。 

 決意のほどを聞かせてもらって終わりたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 合理化につきましては、先ほど申し上げましたとおり、行財政改

革という大綱を中心にいたしまして、これからも鋭意頑張って努力してまいりたいと思い

ますし、また職員数の削減ということも１５０名体制を大前提にしております。したがっ

て、１５０名になっても仕事できるのかと、それだけ人が減って仕事できるのかという不

安も一方では抱えております。ですから、各所管には、それぞれ何が委託できるのか、委

託業務を大いに民間の活性化を図るため、市の職員の削減に耐え得る業務内容にするため

に、両方の視点で大いに委託業務を考えてくれということでおろしております。そういっ

た意味でも、この改革という意味では、大いにこれからも鋭意努力して頑張ってまいりた

いと思っております。 

 この公社についても、私ども先ほど８月の広報で、三笠市の借金状況を公表すると言い

ましたけれども、これも市民にもきちんと公表したいと考えております。実態をあからさ

まにした上で、今質問者も話しておりましたけれども、協力いただくところは協力してい

ただくと。この実態を承知していなければ、ちょっとこれは何だということになりかねま

せんので、やはり実態はつぶさに市民の皆さんには公表していきたいと思っております。

いずれにしても、これだけの今最低限６億８,０００万円という、こういうものは最低限

抱えております。この分を早期に解決できるように、改革の推進等も含めて鋭意努力して

まいりたいと考えております。 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第１４号株式会社三笠振興公社の経営状況を説明する

書類の提出についての質疑を受けます。 

 森田議員。 

◎１３番（森田三男氏） この資料を見る限りというより、これが実態であろうと。大変

な努力をしながらも、立派な利益を上げているのだなと、このように敬意を表したいなと

思っているわけでございます。この中にありまして、一言、二言お聞きしておきたいなと

思うことがあります。 

 この売上原価、水道事業においての売上原価、または廃棄物処理事業、または住宅浴場

管理事業、この中に占める売上原価の中には、減価償却費、特に減価償却費が含まれてい

るだろうと、住宅浴場管理事業については減価償却費がないのだろうと思いますけれど

も、含まれているのだろうということを確認しておきたいことが一つ。 

 それから、水道事業における売上原価の中に、一般管理費以外の現場に携わる方々の人
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件費等が、売上原価に含まれていると、私はこのように見ているし、そのようになってい

ると思います。この一般管理費の中では、こんな少ない費用ではないということを考えて

おりますから、それに伴いまして、その売上原価に含む水道事業に携わる人員、それから

廃棄物または住宅浴場にかかわる人数と、そしてそれにかかわる人件費、人件費というこ

とは、ここに隣に一般管理費に出ておりますそもそもの給料ではなくて、それにかかわる

賞与等福利厚生費も含んだ中での数字がわかれば教えていただきたい。すぐわかります

か、わからなかったら。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 売上原価の中に減価償却という部分が入っております。 

 それから、人件費の部分でございますけれども、人数は今把握できますけれども、金額

ちょっと把握できませんので、とりあえず人数だけ報告したいと思います。 

 売上原価に算入されています人数につきましては、水道事業が正規職員が８人。それか

ら季節雇用の職員が２人、それとパートが２人ということでございます。それから、廃棄

物処理事業につきましては、正規職員が１３人、それからパート職員が５人。それから住

宅浴場管理の部分では、正規職員が１名ということで、この売上原価に算入されています

職員につきましては、合計で正規職員が２２人、それから季節雇用が２人、それからパー

トが７人となっております。 

 それから、一般管理の方の部分につきましては、これは社長１名と、それから事務の職

員１名ということで、２名の部分をこの一般管理費の方の中で算入されております。 

 以上でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） どうぞ森田議員。 

◎１３番（森田三男氏） この中で、いわゆる大変厳しい中にあって、売上利益が努力し

ながら伸ばしているよと、その中にも売上原価の原価の低減に努めているとか、経費の削

減に努めたよと、その結果であろうと、このように評価をしているし、売上利益について

も伸ばしているのだなと、このように感じるわけでございます。しかしながら、最後の

トータル、水道事業においては大変いい成績を上げているのだなと。 

 それから、廃棄物処理事業においては、この最後の数字がマイナスになっているという

ことを見た場合に、こういう厳しい状況の中で、将来の廃棄物処理事業について、特に今

年度ではなくて来年度におけるバイオマスの事業にかかわることで、ちょっとお聞きして

おきたいと思います。このバイオマス事業を行うことによって、この廃棄物処理事業に及

ぼす影響というものをお聞かせ願いたいなと。どの程度、例えば何％、数字と、どちらか

でもお知らせ願いたいなと、特に数字でお知らせ願いたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 黒田環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（黒田憲治氏） 今、バイオマス事業を展開していくときに、現状、一般

廃棄物の収集運搬、この部分では、パッカー車２台で、一応週２回収集運搬してございま

す。パッカー車１台に３名対応していますので、週１回になりますと３名の方が生ごみを
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分別する人が必要なくなるという形になりますか。現在、廃棄物関係が、職員だけでいき

ますと１２名ほどで対応していますので、３名という部分からいくと４分の１程度影響が

あるのかなというふうに考えています。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森田議員。 

◎１３番（森田三男氏） この４分の１、１台約３名で対応していると。この４分の１の

人、言い直すと３名については、これが例えば雇用関係がどうなっていくのかと。恐らく

バイオマスの方に頼んで引き継いでいただきたいというふうになるのか、ならないのか。

会社が別だからといって、ずるっとなっていくのかなと思うわけです。特に、ここにマイ

ナスが出ているという中で、なお事業が減る。このことについて、大変憂慮をされるべき

ことだと思います。特に、この余剰人員３名については、どのような対応をしていくのか

なと、このことを。 

 それから、これでもう手を挙げるわけにいかないから、ついでにお聞きしておきます。

大変いい成績を残しているという中では、配当金も２００万円、こういう提示をしてい

る。その中にあって、市の出資何ぼだったかな、それをお聞きしておけば、これは約２,

０００万円の、何ぼだ、ここは。 

（「資本金１,０００万円だろう」の声あり） 

◎１３番（森田三男氏） １,０００万円だね。１,０００万円に対する扱い、それは計算

できますから、市の出資金が何ぼになっているかということだけあわせてお聞きしておき

たいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 黒田環境福祉部長。 

◎環境福祉部長（黒田憲治氏） 生ごみを分別したときに、３名の方が仕事がなくなると

いうことで考えられますけれども、現在、バイオマスの事業を行う会社の方では、８名ほ

ど地元から雇用するということで、管理者というのは、三笠市以外から１名参りますが、

その方以外は地元から雇用するというふうに言っていただいています。ですから、今の振

興公社の方も含めて雇用していただくか、それからまた、新たに振興公社の方で別な仕事

に振り向けることが可能なのかどうか、その辺もう少し時間かけて調整させていただきた

いというふうに思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 今、廃棄物処理事業の中でマイナスになっていると、そういう質

問でございましたけれども、これ実は平成１５年度に決めて１６年度から実施しておりま

すが、委託料１０％カットをしております。それで、１６、１７と、これで丸２年です。

２％ずつ復元していっています。残り１８、１９、２０と２０年度で満年度です。ですか

ら、そのカットを大幅にしまして、これはもう経費削減という意味で協力をいただいてい

るということです。これは、この振興公社に限らずということですが、今復元中というこ

とで、２％ずつ復元していっていますので、まだ復元の中途という状況でございます。１

６、１７でまだまだ２年間ですから、４％復元していると。まだ残り６％復元、これから
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毎年やっていくと、こういう状況です。そんなことで、この三角にならざるを得ないとい

うようなことをちょっと御理解していただきたいというふうに思いますし、全体を復元す

れば、これは解消できる金額というふうになる予定でございます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 森原企画総務部長。 

◎企画総務部長（森原 裕氏） 振興公社の出資金の関係でございますけれども、今資本

金１,０００万円ということで、それでそのうち三笠市が８３３万３,０００円ということ

になっております。それから、個人が１６６万７,０００円ということになっていまし

て、合計１,０００万円ということになります。 

◎議長（扇谷知巳氏） 次に、報告第１５号三笠工業団地開発株式会社の経営状況を説明

する書類の提出についての質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 最後に、報告第１６号三笠観光事業株式会社の経営状況を説明す

る書類の提出についての質疑を受けます。 

 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） きょうは、今の振興公社以外のこの三つ、本来ですと出資比率

の関係がなければもう一つ振興開発株式会社の問題があるわけでして、いずれも助役が理

事長、もしくは社長ということで、それはその立場なのですけれども、いわば小林市長に

とっては負の遺産を引き継いだということになりますけれども、しかしこれはいきなり小

林市長のときに負の遺産が出てきたのではなくて、青木さんが市長になられた平成３年に

もこれらのことがあって、改善がなされたもの、あるいは着手できなかったもの、それぞ

れ阿部さんからの御指摘なんかもありましたけれども。 

 さて、そこで当然市長の立場で、この桂沢観光ホテルの財務状況等について、助役その

他からお聞きになっていると思いますが、いずれにしても貸借対照表で明らかなように、

相当大幅な債務超過会社でして、これはどうやって軟着陸をさせるかといえば、早く道道

の線型が変わって、そこの補償金で軟着陸ができれば、これは私なんかもそういう思いで

おります。 

 さて、そこで３月の予算委委員会、あるいはそれ以前のまち特のときにも若干質疑を交

わしておりますけれども、３月３１日付で、流動資産中の現金及び預金は６８３万６,０

００円ですから、新年度どの時点下でも運転資金が枯渇するのではないかと、資金ショー

トするのではないかと、私の目にはそんなふうに見えます。ですから、この間予算委員会

でも指摘しましたように１億１,０００万円の貸付金についても、この回収については軟

着陸の時点で何とかこれは回収しなければ、市のその後の決算等に大きな影響を与えるも

のと、こういう認識に立っております。それから、資本金の８,０００万円は、いろんな

倒産や清算の事例からしても、債権順位は相当低いものだと認識しますから、したがって

１億１,０００万円というここの部分が心配なところですが、それにつけても資金ショー

トを来すということは、またぞろ追い貸しということになると、１億１,０００万円プラ
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スアルファということになるわけですから、そこらの見通しについて、これやっぱり社長

の答弁ですな、お聞きしたいと思います。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） おっしゃるとおり、これも今では負の遺産と、そういうことに

なってきてしまっているという状況でございます。経営状況は御存じのとおり、本音を申

しまして、美唄の温泉が非常に大きな影響を及ぼしています。湯治客は大幅に減りまし

た。宿泊客も大幅に減りました。これは、もうある程度やむを得ないことというふうに

思っておりますし、三笠の桂沢観光ホテル自体が修理しかやってこないホテルですから、

何度も申し上げてますけれども、新しいことは何一つ投資できないできたということで、

修理しかできないホテルですので、なかなか思うような収入が上げられない、宿泊が上げ

られない。それで、１７年度も３００万円の赤字決算を余儀なくされたと。これも大きな

理由がありまして、一つは重油代、一つは思いもかけない修理代ということになりまし

て、それが赤字の要因になった。ただし、職員の手当等々につきましては、私就任してか

ら毎年下げてきております。それでも追いつきません。そんなことで、職員も大変な状況

の中で一生懸命頑張ってきてくれていますが、この状況という現状でございます。この今

の資金ショートの話ですけれども、これちょっと会計担当と私も心配なものですから、い

ろいろ数字的なことを教えていただきました。とりあえず今年度は、もちろん宿泊とか現

金の収入状況ですけれども、予定どおりの宿泊収入を上げることができれば、ショートは

免れるでしょうという状況のようでございます。これが予定を大幅に下回った場合に、ま

た資金ショートが生じるかもしれないということで、ここのところはひとつ踏ん張りどこ

ろということで、いろいろ市の担当も含め、桂沢観光ホテルの従業員も含め、岩見沢です

とか美唄にパンフ等々を自宅に配って歩いたり、いろいろ努力はしております。努力はし

ておりますけれども、まだ６月ですけれども、成果的には大きな変動はないという状況で

ございます。そんなことで、これ以上の現有預金が減額になれば、資金ショートを来すお

それは、今質問者おっしゃるとおり十分あるという状況ですから、私ども、ここはひとつ

最後の踏ん張りどころという意味で、これ以上ちょっとこれは社長の答弁になりますけれ

ども、市に負担はかけられないということを肝に銘じまして、経営してまいりたいと思っ

ております。 

◎議長（扇谷知巳氏） 熊谷議員。 

◎１４番（熊谷 進氏） これは、社長一人を深追いしても、相当そう簡単に解決できる

問題ではないというぐあいに認識をしております。最近に至っては、石狩の番屋の湯、あ

れも初年度とか２年度は、目標を相当上回るような好成績だったものが、３年たち、５年

たつと、あっという間にということで、何ぼですか、６億円かそこら身を削って足元の明

るいうちに転売したと。ああいうぐあいに一定の身を削って処分しても買い手がつく施設

であればいいけれども、うちのような場合は、ただでやるといっても、多分もらう人はい

ないのではないかなと。最近の情報では、美唄ももういっときの勢いを失っているよとい
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うようなこともありますから、それで深追いをしても解決できないから、深追いはしませ

ん。ただし、あえて市議会議員として手を挙げたからには、何らかの余韻は残さなければ

いけないという思いで話しますけれども、たびたび言うように、当然この財務諸表は、デ

ィスクロージャーという形で全職員に開示されて、いかに厳しい実態にあるかということ

は、もう既に確認されていると思います。しかし、散見されるのは、やはりここの従業員

は親方日の丸という意識から脱し切れないのではないかというものをときどき感ずるもの

がありますから、午前中も申し上げたとおり、トヨタ自動車のこの改善という言葉は、世

界にも片仮名でカイゼンというぐあいに、改善はトヨタに学べというようなことだそうで

すから、やはりもう一回この財務状況と自分たちの生活の場たるこのホテルをどうやれば

少しでも改善できるかといったような、社長から近々中にぜひ訓辞だけは、議会からの厳

しい追及をおれは受けたということだけは言ってもらいたいと。こういう発言で答弁あれ

ば。 

◎議長（扇谷知巳氏） 西村助役。 

◎助役（西村和義氏） 私、就任して丸３年になりました。正直言って今質問者の発言に

あったような雰囲気はまだ少し私も感じております。多少よくなったとは思ってきており

ます。今までも何度も、この株式会社、このホテルで経営するのだから収入に見合った支

出しかできませんと、給与もそれしか払えませんと。ですから、そういうつもりでサービ

スに徹して、さらにまた来ていただく、来ていただく、来ていただくというサービス業に

徹して仕事をしてもらいたいと。もう市におんぶに抱っこは一切できませんと、私はこう

言明しています。それで、そうしたあれで１６年度と１７年度、手当の率は下げました。

実感として収入がそれほど予定より上がらなかったわけですから、これは下げざるを得な

いと皆さんに説明した上で下げました。しかし、まだ若干今の言った職員の気持ちがまだ

少し残っているようで、古い職員が、高齢者の方がかなりおりますし、長い間の積み重ね

でしょうから、なかなか一長一短に排斥できない部分があるのだろうなとは感じておりま

す。しかし、今質問者おっしゃったことも含めて、これは私も責任ある立場ですから、こ

れ以上長期借り入れをふやさないためにも、毅然とした姿勢で職員に対応してまいりたい

と思っておりますし、いろんなことを工夫して売り上げに努力してまいりたいと思ってお

りますので、よろしく御理解してくださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） 以上をもちまして、報告第１３号から報告第１６号までについて

は、報告済みとします。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１０ 議案第３１号 三笠市議会議員その他非常勤職 

             員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例 

             の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１０ 議案第３１号三笠市議会議員その他非常勤職員の公
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務災害補償等条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３１号三笠市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等

条例の一部を改正する条例の制定について提案説明申し上げます。 

 今回の改正は、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害

補償法の一部を改正する法律の施行に伴い、市議会議員その他非常勤職員の補償制度につ

いて、必要な改正を行うものであります。 

 改正内容は、通勤の範囲を複数就業者の就業場所から勤務場所への移動及び単身赴任者

の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を新たに加えるものであります。 

 また、地方公務員災害補償法別表に定める各等級ごとの障害の程度を総務省令で定める

ことによる文言の整理を行うものであります。 

 施行期日は平成１８年７月１日でありますが、通勤の範囲を改定する規定については、

平成１８年４月１日以後に発生した事故に起因する通勤による災害から適用するものであ

ります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議案となっております議案第３１号三笠市議会議員その他非常勤職員の公務災

害補償等条例の一部を改正する条例の制定については、総務常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１１ 議案第３２号 三笠市税条例の一部を改正する 

             条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１１ 議案第３２号三笠市税条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３２号三笠市税条例の一部を改正する条例の制定について

提案説明申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、個人市民税について、三位一体改革の一環として、国税の所得税から地
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方税への税源移譲として所得割税率を一律化するほか、これに関し退職所得の計算方法の

見直し及び譲渡所得等にかかわる課税の特例の率を引き下げ、住宅借入金等特別税額控除

の新設などにより、個々の納税者の負担が極力変わらない観点から、改正を行うものであ

ります。 

 次に、平成１１年度の税制改正において、経済状況に対応した緊急避難的な特例措置と

して導入した定率減税を平成１８年度をもって廃止するとともに、地震災害に対する国民

の自助努力の促進から、損害保険料控除を改組して地震損害保険料控除を創設するもので

あります。 

 また、固定資産税についても、耐震改修を行った場合に税額を減額するものでありま

す。 

 最後に、市たばこ税については、平成１８年７月１日付で税率を引き上げるものであり

ます。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３２号三笠市税条例の一部を改正する条例の制定

については、総務常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１２ 議案第３３号 三笠市障害者自立支援条例の一 

             部を改正する条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１２ 議案第３３号三笠市障害者自立支援条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３３号三笠市障害者自立支援条例の一部を改正する条例の

制定について提案説明申し上げます。 

 今回の改正は、障害者が介護給付費等の支給を受けようとする場合、その支給要否決定

を行うに当たっての障害程度区分の認定を行うとともに、必要に応じて意見を聞くため

に、障害者自立支援法に基づき設置する障害者自立支援審査会の委員定数を本条例で規定

するため、必要な改正を行うものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 
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◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３３号三笠市障害者自立支援条例の一部を改正す

る条例の制定については、民生経済常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１３ 議案第３４号 三笠市協同浴場設置条例の一部 

             を改正する条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１３ 議案第３４号三笠市共同浴場設置条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３４号三笠市共同浴場設置条例の一部を改正する条例の制

定について提案説明申し上げます。 

 今回の改正は、北海道における公衆浴場入浴料金の統制額の改定に伴い、公衆浴場入浴

料金との均衡を図るため、入浴料金の一部を改正するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げ

ます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３４号三笠市共同浴場設置条例の一部を改正する

条例の制定については、民生経済常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１４ 議案第３５号 三笠市国民健康保険条例の一部 

             を改正する条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１４ 議案第３５号三笠市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３５号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について提案説明申し上げます。 
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 今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、必要な改正を行うものであり

ます。 

 改正内容は、６５歳以上の公的年金控除の見直しによる特定公的年金等控除額の経過措

置の適用及び日英租税条約の見直しによる源泉徴収できない利子並びに配当等の規定を追

加するとともに、市民税の分離課税の特例が改正されたことに伴い、必要な改正を行うも

のであります。 

 なお、この条例中、特定公的年金等控除額の経過措置及び日英租税条約の見直しに関す

る規定は、平成１８年７月１日から施行し、改正後の特定公的年金等控除額の経過措置の

規定は、平成１８年４月１日から適用するものであります。 

 また、市民税の分離課税の特例に関する規定は、平成１９年４月１日から施行するもの

であります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３５号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定については、民生経済常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１５ 議案第３６号 三笠市非常勤消防団員退職報償 

             金条例の一部を改正する条例の制定について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１５ 議案第３６号三笠市非常勤消防団員退職報償金条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３６号三笠市非常勤消防団員退職報償金条例の一部を改正

する条例の制定について提案説明申し上げます。 

 今回の改正は、消防団員等公務災害等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正され

たことに伴い、必要な改正を行うものであります。 

 改正内容は、消防団員の階級及び勤務年数に応じ、退職報償金の額を引き上げ、処遇の

改善を行うものであります。 

 なお、この条例は平成１８年７月１日から施行し、改正後の規定は平成１８年４月１日

から適用するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま
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す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３６号三笠市非常勤消防団員退職報償金条例の一

部を改正する条例の制定については、総務常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１６ 議案第３７号 平成１８年度三笠市一般会計補 

             正予算（第１回）について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１６ 議案第３７号平成１８年度三笠市一般会計補正予算

についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３７号平成１８年度三笠市一般会計補正予算（第１回）に

ついて、提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、既定予算額９９億１,４２６万４,０００円に１億１,２７５万１,０００

円を追加し、予算の総額を１００億２,７０１万５,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、民生費では障害者自立支援法に基づき、新たに設置する障害

者自立支援審査会にかかわる経費等のほか、児童手当の支給対象者の拡充に伴う電算事務

処理システム改修費について措置するものであります。 

 衛生費では、バイオマス構想推進事業として、民間事業者の堆肥化施設建設に対する間

接補助金と施設建設用地を土地開発公社から取得し、民間事業へ貸し付けを行うために土

地購入費を追加措置するほか、住吉共同浴場のろ過機の故障による修繕経費について措置

するものであります。 

 消防費では、老朽化の著しい救助資機材をことし更新する救助工作車と一体的に整備す

るものであります。 

 教育費では、学校安全の充実を図るため、子供の安全情報共有システム事業を全額国庫

補助により実施するものであります。 

 災害復旧費では、５月１８日発生した林野火災の鎮火作業等の応急措置について整理す

るものであります。 

 次に、歳入でありますが、歳出関連の特定財源収入９,４１６万５,０００円のほか、堆

肥化設備建設費の土地貸付収入２３万３,０００円を計上し、不足する１,８３５万３,０

００円は備荒資金収入の取り崩しにより措置するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま
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す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３７号平成１８年度三笠市一般会計補正予算（第

１回）については、総務常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１７ 議案第３８号 平成１８年度三笠市老人保健特 

             別会計補正予算（第１回）について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１７ 議案第３８号平成１８年度三笠市老人保健特別会計

補正予算についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３８号平成１８年度三笠市老人保健特別会計補正予算（第

１回）について提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、既定予算額２７億４,９６０万２,０００円に５,８９４万円を追加し、

予算の総額を２８億８５４万２,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、平成１７年度の老人保健事業の確定に伴い、支払基金交付金

及び国道支出金に精算還付金が生じたため、５,８９４万円を増額計上するものでありま

す。 

 次に、歳入でありますが、前年度繰越金５,８９４万円を計上するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３８号平成１８年度三笠市老人保健特別会計補正

予算については、民生経済常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１８ 議案第３９号 平成１８年度三笠市国民健康保 

             険特別会計補正予算（第１回）について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１８ 議案第３９号平成１８年度三笠市国民健康保険特別

会計補正予算についてを議題とします。 
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 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第３９号平成１８年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、６５歳以上の公的年金控除の見直しにより保険料の算定に２年間の経過

措置として、段階的に特別控除を設けることに伴い、歳入補正をするものであります。 

 補正の内容でありますが、現年度国民健康保険料に経過措置を設けたことに伴い１,３

００万円を減額し、この減額分を国民健康保険基金から補てんするものであります。 

 歳入歳出予算総額に変更はなく、予算総額を１９億６,４８４万９,０００円とするもの

であります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３９号平成１８年度三笠市国民健康保険特別会計

補正予算については、民生経済常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第４０号 動産（救助工作車）の取得について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の１９ 議案第４０号動産の取得についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４０号動産の取得について提案説明申し上げます。 

 今回取得する動産は、老朽化が著しい救助工作車の更新に伴い、６月７日に入札を行

い、落札者が決定し、購入しようとするものであります。 

 その内容は、落札金額５,０４０万円で、落札業者は田井自動車工業株式会社でありま

す。 

 以上のとおり、予定価格が２,０００万円以上となることから、「三笠市議会の議決に

付す契約及び財産の取得又は処分条例」第３条の規定により提案いたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 
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 ただいま議題となっております議案第４０号動産の取得については、総務常任委員会に

付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２０ 議案第４１号 若松・堤町団地公営住宅建替工 

             事請負契約の締結について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 日程の２０ 議案第４１号若松・堤町団地公営住宅建替工事請負

契約の締結についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 小林市長、登壇説明願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４１号若松・堤町団地公営住宅建替工事請負契約の締結に

ついて提案説明申し上げます。 

 今回の契約は、若松・堤町団地公営住宅建替工事の実施に伴い、６月１２日に入札を行

い、落札者を決定し、仮契約を締結したものであります。 

 その内容は、請負金額５億９,１１５万円で、請負人は田端本堂・川上・長岡共同企業

体であります。 

 以上のとおり、予定価格が１億５,０００万円以上となることから、「三笠市議会の議

決に付す契約及び財産の取得又は処分条例」第２条の規定により提案いたしますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（扇谷知巳氏） これより、質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第４１号若松・堤町団地公営住宅建替工事請負契約

の締結については、民生経済常任委員会に付託します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎休 会 の 議 決 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 休会についてお諮りします。 

 議事の都合により、明６月２２日から６月２７日まで６日間休会したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（扇谷知巳氏） 御異議なしと認めます。 

 ６月２２日から６月２７日まで６日間休会することに決定しました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 



 

- 49 -

◎散 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（扇谷知巳氏） 本日は、これをもちまして散会します。 

 御苦労さんでした。 

散会 午後 ２時０９分   
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